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＜本報告書について＞ 

編集方針    江東区環境基本計画（後期）に基づく毎年の取り組み状況とその評価等をま

とめた実績報告書が「江東区の環境白書」です。最新の環境報告ガイドライ

ンを参考にし、本区の環境への取組を区民の皆様へわかりやすく伝えます。

報告対象    江東区内全域及び庁内における「江東区環境基本計画(後期)」に基づく取り

組み 

対象期間    令和２年４月１日 ～ 令和３年３月３１日

発行頻度     年１回

発行部数（初版） 700 部

参考にした指針  環境報告ガイドライン（2018 版）

作成者     江東区環境清掃部温暖化対策課

掲載情報の開示  本冊子は、江東区ホームページからダウンロードできます。

         https://www.city.koto.lg.jp/380201/machizukuri/kankyo/hakusho/1.html 



に͋たりߦのൃ「౦۠の環境നॻߐ」

　新型コロナウイルス感染症が未だおさまらない中、資源やごみ
を収集する清掃事務所に、区民の皆様から激励や感謝の手紙を
100 通以上、電話もいただいています。国の緊急事態宣言による
外出自粛が長引き、家庭からのごみが増加し、清掃事務所ではマ
スクの着用を徹底する、ごみには直接触れないなど、感染症対策
を講じながら収集作業をしています。区民の皆様からのお褒めの
言葉は、清掃事務所職員の励みとなっております。今後も、区民
の皆様の期待に応えられるよう、清掃業務に取り組んでまいりま
すのでよろしくお願いいたします。
　さて、熊本県を中心に九州や中部地方など日本各地で発生した
集中豪雨である「令和 2年 7月豪雨」のほかにも、台風、猛暑、大雪など、最近の異常気
象は地球温暖化に関係するといわれています。異常気象が生活に与える影響は大きく、私
たちは地球温暖化防止へ取り組んでいかなくてはなりません。原因である温室効果ガス（主
に二酸化炭素）が、私たちの日常生活から多く排出されているからです。
　折しも、国では４月に開催された気候変動サミットで、2030 年度において、温室効果
ガスの 2013 年度からの 46％削減を目指すことを宣言しました。江東区においても 7月、
2050 年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」を目指す
ことを表明しました。
　脱炭素社会の実現を目指す動きが加速しています。区では、区民や事業者のみなさんと
一丸となり、水と緑豊かな地球環境に優しいまちを残していくため、脱炭素社会への取組
みを一層進めてまいります。
　このたびの江東区の環境白書は、令和 2年度に策定した「江東区環境基本計画（後期）
令和 2年度～ 6年度」に基づく初めての実績報告書です。計画に掲げる地球温暖化・エネ
ルギー対策の推進、資源循環型地域社会の形成など６本の柱に対し、45 の管理指標を定め、
その実施状況と評価をまとめ、本区の脱炭素社会実現に向けた取組みを示しています。
　本書が環境問題への理解を深めていただく一助として、また、区民・事業者・区が手を
取り合って環境問題に取り組むための礎になれば幸いです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和 3年 10 月
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第１章　環境トピックス

　新型コロナウイルス感染症は私たちの生活に多大なる
影響を与えました。清掃事務所では外出自ॗの影響によ
る家庭ごみの増加や所内の感染症対策等、前例のない対
応に追われることになりました。
　ごみの収集は区民生活の維持に不可欠であり、収集は
継続しなければならない一方、飛沫のついたごみに接触
する高い感染リスクやごみ量の増加、夏の猛暑の中、マ
スク着用での収集作業など精神的にも肉体的にも大きな
負担を抱えて収集作業に取り組まなければなりませんで
した。
　感染拡大が連日報道され、ۓ張した日々が続く中、区
民の皆様から収集職員に向けて、ܹྭや感ँの言༿が௲
られた手紙が 100 通以上収集するごみ袋に貼り付けら
れ、清掃事務所に届きました。「コロナՒで大変な時期、
本当にご苦࿑様です。」、「体調にはくれ͙れも気を付けて
ください。」等、お子様から大人までたくさんの応援メッ
ηージをいただきました。
　コロナՒで不便な生活を強いられているにもかかわら
ず、区民の皆様が寄せてくださったܹྭの言༿は大きな
ྭみとなり、士気を高め、職員の背中と使命感を強く後
ԡししてくださいました。

ίϩφՒͰͤدΒΕͨ
区ຽのօ༷͔Βのܹྭ

環境清掃部 清掃事務所

届いたお手紙の数々

マスク着用での収集作業

　区民の皆さまに日頃から防災意識を高めていただく
とともに、水害発生時には、避難に関する有用な情報
提供ツールの１つとして作成した「江東区洪水高潮
ブックレット」、「江東区洪水ハザードマップ」及び「江
東区高潮ハザードマップ」を全戸（区内の全世帯、全
事業所）配布しました。

　＜令和２年度の成果＞
　江東区洪水高潮ブックレット ：水害時の避難に関する情報冊子
　江東区洪水ハザードマップ    ：荒川の堤防が決壊したときの災害避難地図
　江東区高潮ハザードマップ　 ：東京湾に高潮が発生したときの災害避難地図

土木部　河川公園課ਫϋβʔυϚοϓશށ
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　区では、令和２年 12 月より㈱良品計画とリサイクル事業についての協力協定を結びました。従来、
古着は清掃事務所での常設回収および月に１度の巡回回収、フードドライブはイベント時や期間を定
めて清掃リサイクル課窓口での回収でしたが、令和２年 12 月３日より新規にオープンした「無印良
品東京有明」で古着とフードドライブの常設回収が開始されました。

＜着回収令和２年度実績ݹ＞
　回収場所：巡回回収（月１回）
　　　　　　清掃事務所での常設回収
　　　　　　ແҹ良品東京有明での常設
　　　　　　回収（令和２年 12月～）
　回収量　：79t
　※令和２年４月～令和２年６月は新型
コロナウイルスの影響で回収未実施

＜フードドライブ令和２年度実績＞
　回収場所：清掃リサイクル՝窓口
　　　　　　ແҹ良品東京有明
　回収量　：366㎏

環境清掃部 清掃リサイクル課

無印良品東京有明の回収場所の様子
左：古着　右：フードドライブ

ண・ϑʔυυϥΠϒのৗઃճऩݹ
૭ޱΛ։ઃ

　三ツ目通りからみえるιーラー
カーݿを環境学習情報ナビήー
ター「たすけくん」と間たちでラッ
ピングしました。周辺の東京アクア
ティクスηンターやୢາの海公
園などの利用者を、す͙横のえこっ
くる江東（環境学習情報館）へと༠
います。このラッピングは、えこっ
くる江東のシンボルとなり、また、
記念ࣸਅのࡱ影場所として SNS へ
の掲ࡌが期待され、えこっくる江東
の一層の PRにつながります。

温暖化対策課　環境学習情報館

ラッピングをしたソーラーカー倉庫

ιʔϥʔΧʔݿのϥοϐϯά
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　CIGの実現に向けて、広く区民にみどりの大切さやみどりの取組
みを知っていただくため、江東区公式 'aceCook・TXJtteS 等を使っ
た情報発信を行っています。

　ガーデニング講座やイベントの様子、まちなかのみどり、قઅの
花など、区内の魅力的なみどりをࣸਅとともに紹介しています。

　コロナՒの中でも、多くの人にみどりの大切さを伝えられる手段
の一つとして、引き続き SNS 等を利用して情報発信を行い、みど
りに関する普及・啓発に取り組んでいきます。

　平成 21年度より開始した事業で、ଠ陽光発電や省エネル
ギー設備を導入する区民・事業者に対し、設置අ用の一部を
助成し、地球温暖化対策を推進します。
　令和 2年度は、298件の設備に対し、助成を行いました。

土木部　管理課

イベントの様子、まちなかのみどり等

＜令和２年度実績＞　
江東区公式 'aceCook・TXJtteS へߘ 47回

環境清掃部 温暖化対策課

̨̨̣Λར༻ͨ͠
ΈͲΓのັྗใൃ৴

ٿԹஆԽࢭઃඋಋೖॿ

＜令和 2年度実績＞
　ଠ陽光発電システム ： 19件
　CO2 ྫྷഔヒートポンプ給౬器 ： 32件
　燃料電池装置 ： 34件
　エネルギー管理システム � 9 件
　高反ࣹ率ృ装 ： 62件
　電池 ： 29件
　次世代自動車 ： 29件
　高断熱窓 ： 38件
LEDর明 ： 46件

　合計 ： 298件
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　毎年、区立小・中学校の児童・生ెを対象に「まちの美化」をテーマとするポスターコンクー
ルを開催し、応募作品の中から区長賞、入賞、Ղ作を選び表彰します。区長賞作品は、一斉清掃
等のポスターとして広報掲示板・主要駅などに掲出されます。
　また、区長賞及び入賞・Ղ作作品は、豊洲シビックηンターなどで展示して、区民の美化意識
向上を図っています。
　令和 2年度は 426作品（小学生 147作品、中学生 279作品）の応募がありました。

環境清掃部 環境保全課

ΈΜͳͰ·ͪΛきΕ͍ʹ͢Δ
ϙελʔίϯΫʔϧ

令和 2年度　
小学生低学年の部　区長賞
߳取小学校１年
指
㆕㆗

田
ㆠ

ժ
㇁

ґ
ㆂ

さん
令和２年度　
小学生高学年の部　区長賞
数小学校４年

㆘㇇ㆄ

ݹ
㆓

Ղ
ㆉ ㇄ ㆮ

೫さん

令和２年度　
中学生の部　区長賞
第三砂町中学校３年
豊
ㆨ㇈

美
ㆿ ㆕ ㆌ

ࣿඣさん

「持続可能な開発目標（SDGs）」の 17 の目標

　平成 27 年̕月、ニューϤーク
国連本部で「国連持続可能な開発
サミット」が開催され、「持続可能
な開発のための 2030 アジェンダ」
が採されました。　　　　　　��
　このアジェンダで目標に掲げ
られたのが、17 の目標と 169
のターήットからなる「持続可
能 な 開 発 目 標（SVTtaJOaCMe　
DeWeMopmeOt　GoaMT：SDGT）」
です。　　　　　　　　　　　　���

【出典】：国際連合広報センター
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第２章　江東区の概要
　江東区は、東京都の東南端に位置し、に隅田川、東に荒川、
南は東京湾に面しています。
　大田区、品川区、港区、中央区、田区、江戸川区の各区
に隣接しています。

　江東区は、江戸時代初期に始まった埋め立て工事によっ
て次第に土地が形成され、更に明治以降も海؛の埋め立て
工事が継続して行われてきました。昭和 36年から東京湾
の整備も行われ、面積は 42.99km2 です。
（国土地理Ӄ「令和 3年全国都道ݝ市区町村別面積調」）

˗江東区の人口
　江東区では、戦後の社会経ࡁの発展に伴って都外からの
転入者が増えつづけ、昭和 32年には 30万人をಥ破、昭
和 60年度末には 39万人を超えました。昭和 62年の後
から平成 8年にかけて一時減少しましたが、その後、豊
洲、有明等の南部地域の開発が進行するとともに人口は増
加傾向となり、平成 14 年には 40 万人を超え、平成 27
年６月に50万人を超えています。江東区の年ྸ別人口は、
உঁとも 40代が最も多く、戦後生まれの世代が全人口の
約 85％以上を占めています。
　また、人口ີ度は、12,250 人 �km2（令和 3年 4月１
日現在）です。
　住宅形態として、世帯の 8割以上がマンション等の集
合住宅に居住しています（平成 27年国勢調査）。

江東区の将来人口推計 【参考】　日本の将来人口推計

出典： 江東区長期計画における人口の推計について（令和２年江東区）
　　　を基に作成
　　　R2（2020）は令和２年４月１日時点の人口

出典： 国立社会保障 ･人口問題研究所（平成 29 年推計、出生・死亡中位）
　　　を基に作成

面積 42.99㎢

人口 526,621 人
（外国人住民数　30,132 人含む）

世帯数 276,174 世帯

人口密度 約 12,250 人／㎢

（令和 3年４月 1日現在）

˗江東区のҐஔͱ໘ੵ
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第３章　環境管理システム
　区の環境対策は、「江東区環境基本計画」に基づき実施しています。江東区環境基本計画に掲げる各施策に
数値目標を設定し、庁内の部門横断的な管理体制と区民・事業者と連携した取り組みを通じて、目標達成に
向けた取り組みを推進しています。

1　江東区環境基本計画
　江東区環境基本計画（以下、環境基本計画）は、「江東区基本構
想（以下、基本構想）」、「江東区長期計画（以下、長期計画）」を
環境面で支えるものであり、江東区環境基本条例に基づき、環境
の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための最上位
計画となります。
　また、地球温暖化対策を積極的に推進するため、分野別計画と
して、「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策ฤ）」
の̠Ｏ̩Ｏ低炭素プランをแ含しています。
　基本構想の施策の大綱である「水と緑豊かな地球環境にやさしいまち」を計画の目標と位置づけ、目指す
べき区の環境像とします。その実現に向け、区の各計画を本計画の「6つの柱」に体系化しています。

「計画期間」
　令和 2年度から令和 6年度を後期期間とし、後期期間終了までに計画の進ḿ状況のまとめを行い、新たな
計画を策定します。
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２　環境管理体制
　施策の実施にあたっては、庁内の役割を明確にしたうえで、PDC"サイクルの運用により、定期的な
チェックˍレビューを経て、環境管理の継続的なレベルアップを図ります。
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３　江東区環境審議会

　江東区環境審議会は、区長のෟ属機関として、環境基本計画及び環境の保全に関する基本的な事項を調査
審議することを目的とし、平成 11年４月に設置されました。　　
　審議会委員は、学識経験者・事業者代表・住民代表・区議会議員によって構成され、特に環境基本計画の
進行管理においては、その PDC"サイクルの中での第三者評価として重要な役割を担っています。

江東۠環境৹議会委員名簿　（令和 3 年 3 月 31 日現在）　　　　　◎：会長　　◯：副会長
区　分 氏名（敬称略・五十音順） 役　職　等

学識経験者
（５名）

　芦谷　典子 東洋大学経済学部教授（環境と経済）

　奥　真美 東京都立大学都市環境学部教授（環境法学）　

○長谷川　猛 元東京都環境局理事（水質分野、廃棄物分野）

　村上　公哉 芝浦工業大学建築学部教授（都市環境、建物及び地域の環境エネルギー計画）

◎柳　憲一郎 明治大学法学部教授（環境法政策、環境アセスメント法）

事業者代表
（３名）

　市川　英治 東京商工会議所江東支部副会長

　岡野　俊也 東京ガス株式会社東京東支店支店長

　平岩　直哉 東京電力パワーグリッド株式会社江東支社支社長

住民代表
（３名）

　池崎　一雄 区民委員（江東区立中学校ＰＴＡ連合会長）

　岡本　一惠 区民委員（公募）

　田中　真司 区民委員（公募）

区議会議員
（２名）

　堀川　幸志 区民環境委員会委員長

　河野　清史 区民環境委員会副委員長

「江東۠環境৹議会」の実施状況　（令和２年度）
回　数 日　時 主　な　議　題

第１回
書面開催

令和 2年
　　5月 19 日

（１）委員の委嘱について
（２）会長・会長職務代理（副会長）の選出について
（３）江東区環境基本計画（後期）について
（４）報告事項について
①江東区における IoT宅配ボックス実証プロジェクトの結果について
②江東区みどりの基本計画改定について

第２回
書面開催

令和 2年
　　9月 4日

【報告】
（１）令和２年度における江東区の環境関連施策の近況について
（２）令和元年度「江東区の環境白書」（案）
　　  ～江東区環境基本計画の令和元年度進捗状況～について

第３回
WEB併用

令和 2年
　　12 月 17 日

【報告】
（１）江東区一般廃棄物処理基本計画の改定について
（２）令和元年度チーム江東・環境配慮推進計画の進捗状況について
（３） 「中防不燃・粗大ごみ処理施設整備事業」環境影響評価書案に係る区長意見の提出につ

いて
（４）江東区環境審議会委員の区政功労者表彰について

第４回
WEB併用

令和 3年
　　3月 23 日

【審議】
江東区一般廃棄物処理基本計画の改定について
【報告】
（１）令和２年度カーボンマイナスこどもアクション事業の実施について
（２）令和３年度環境関連施策の予算概要について
（３）急速充電器整備事業の見直しについて
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第４章　実績報告と進捗管理
　環境基本計画では、基本構想に掲げる「水と緑豊かな地球環境にやさしいまち」の実現に向け、

　柱１�地球温暖化・エネルギー対策の推進
　柱２�資源循環型地域社会の形成
　柱３�自然との共生
　柱４�環境に配慮した快適なまちづくりの推進
　柱５�安全・安心な生活環境の確保
　柱６�環境教育及びパートナーシップの推進

　の「６つの柱」を設け、各柱への 45の管理指標（再掲 3）により、その実施状況と評価を行っ
ています。
　本書は、この管理指標を用いて、江東区環境基本条例第̕条に基づき、施策の実施状況及び評
価等を明らかにした環境ന書を作成し、公表するものです。
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1 施策体系と管理指標（45）（再掲 3）
進捗状況 〇：目標値を達成、↑：基準値より向上、↓：基準値より低下、→：基準値より変動なし、－：目標値なし

No. 管理指標 ୯位
基準値 年度実績 目標値

令和６年度
進ḿ
状況数値 年度 令和元年度 令和２年度

柱１�地球温暖化・エネルギー対策の推進
１ʵ１�地球温暖化対策の推進【緩和策】

1 江東区域のCO2 排出量 ઍ tôCO2 3,360 H25 2,820
［H29］

2,805
ʦH30ʧ

2,543
（H25比▲ 24.3％） ↑

ᶄ ଠ陽光発電システムの助成件数
および導入によるCO2 削減量

件数 499
H30

517 536 1,261
↑

tôCO2 948 992 1,039 2,110

ᶅ 高効率給౬器等の助成件数
および導入によるCO2 削減量

件数 1,390
H30

1,443 1,475 2,855
↑

tôCO2 856 916 934 1,745
ᶆ エネルギー管理システム機器助成件数 件数 19 H30 25 34 500 ↑
ᶇ 高反ࣹ率ృ装助成件数 件数 218 H30 266 328 401 ↑
ᶈ 電池助成件数 件数 28 H30 64 93 400 ↑
ᶉ 高断熱窓助成件数 件数 28 H30 69 107 350 ↑
ᶊ LEDর明助成件数 件数 － － 50 96 250 →
ᶋ 次世代自動車助成件数 件数 60 H30 111 140 330 ↑

ᶌ 再生可能エネルギー設備を
導入した区施設数

風力・水力発電 施設 3 H30 3 3 3
↑ଠ陽光発電 施設 15 H30 16 16 19

雨水利用 施設 55 H30 56 56 58
儘 庁有車の低公害車導入率 ％ 93.5 H30 93.0 92.5 100 ↓
儙 江東区役所のCO2 排出量 tôCO2 36,386 H30 29,161 25,249 34,567 ○
１ʵ２�地球温暖化対策の推進【適応策】

儚 緑被率 ％ 18.7 H29 18.7
［H29］

18.7
ʦH29ʧ

22
［R11］ →

儛 区民、事業者による新たな緑化面積 ㎡ 52,599 H30 51,206 50,068 － －
儜 区立施設における新たな緑化面積 ㎡ 911 H30 2,847 0 － －
柱２�資源循環型地域社会の形成
２ʵ１�ごみ減量と有効活用の推進

儝 区民 1人当たり１日の資源・ごみ量 H� 人 639 H30 639
［H30］

642
ʦR1ʧ 591 ↓

儞 区民１人当たり１日のごみ量 H� 人 467 H30 467
［H30］

471
ʦR1ʧ 428 ↓

償 資源化率 ％ 27.3 H30 27.3
［H30］

27
ʦR1ʧ 28 ↓

儠 大規模建築物事業者による事業系廃棄物の再
利用率 ％ 71.4 H30 71.4

［H30］
71.7
ʦR1ʧ 73.4 ↑

柱３�自然との共生
３ʵ１�生物多様性の保全
ᶖ ポケットエコスペース設置数 箇所 53 H30 53 53 － －
儢 みどりのボランティア数 人 1,212 H30 1,375 1,555 － －
３ʵ２�公園・緑地の整備
ᾦ 公園面積 ha 438.1 H30 438 509 540 ↑

儚 緑被率（再掲） ％ 18.7 H29 18.7
［H29］

18.7
ʦH29ʧ

22
［R11］ →

儤 緑視率 ％ 16.3 H30 16.3
［H30］

16.3
ʦH30ʧ

22
［R11］ →

儛 区民、事業者による新たな緑化面積（再掲） ㎡ 52,599 H30 51,206 50,068 － －
儜 区立施設における新たな緑化面積（再掲） ㎡ 911 H30 2,847 0 － －
３ʵ３�水辺環境の整備
儥 水辺・潮風の散歩道整備率 ％ 57.61 H30 59.25 59.77 61.43 ↑
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No. 管理指標 ୯位
基準値 年度実績 目標値

令和６年度
進ḿ
状況数値 年度 令和元年度 令和２年度

柱４�環境に配慮した快適なまちづくりの推進
４ʵ１�低炭素まちづくりの推進
４ʵ２�景観・美観の向上

儦 江東区のまちฒみが美しいと思う区民の割
合 ％ 52.4 H30 50.1 54.7 60 ↑

儧 アダプトプログラム
登録団体数 団体 162 H30 189 205 210

↑
登録者数 人 3,513 H30 4,074 4,223 3,933

儨 一斉清掃
参加団体数 団体 564 H30 556 実施中止 572

↓
参加者数 人 36,013 H30 33,623 実施中止 38,655

儩 駅周辺の放置自転車数 台 1,084 H30 895 744 1,000 〇
ᾭ 区内自転車駐車場の駐車可能台数 台 22,599 H30 22,317 22,731 23,000 ↑
柱５�安全・安心な生活環境の確保
５ʵ１�大気環境汚染防止対策の推進
儫 二酸化窒素（NO2） ppm 0.043 H30 0.038 0.041 0.06 以下 〇
儬 浮遊粒子状物質（SPM） mH�ὗ 0.043 H30 0.043 0.041 0.1 以下 〇
儭 二酸化ེԫ（SO2） ppm 0.004 H30 0.004 0.002 0.04 以下 〇
儮 光化学オキシダント（OX） 発令日数 2 H30 1 2 0 →
５ʵ２�水環境の保全の推進
儯 河川̗Ｏ̙の環境基準適合率 ％ 96 H30 94 98 100 ↑
儰 ̙Ｏの環境基準適合率 ％ 48 H30 37 45 100 ↓
儱 海域̘Ｏ̙の環境基準適合率 ％ 100 H30 100 83 100 ↓
５ʵ３�騒音・振動等の公害対策の推進

儲 道路交通騒音の環境基
準達成率

昼間 ％ 65 H30 65 71 100
↓

夜間 ％ 45 H30 35 38 100
５ʵ４�有害化学物質等の発生抑制対策の推進

儳 ダイオキシン類の環境
基準適合率

水質 ％ 100 H30 100 100 100
〇

底質 ％ 100 H30 100 100 100

儴 大気中ベンゼン
沿道 ЖH�ὗ 0.88 H30 0.99 1.0 3 以下

〇
後背地 ЖH�ὗ 0.82 H30 0.90 0.90 3 以下

５ʵ５�災害に強いまちづくりの推進
⠌ 透水性舗装面積 ㎡ 74,657 H30 84,641 85,109 － －
⠍ 区立施設における雨水利用の導入施設数 施設 55 H30 56 56 58 →
儷 雨水流出抑制対策量 ὗ 9,607 H30 14,117 5,767 － －
柱６�環境教育及びパートナーシップの推進
６ʵ１�環境情報の共有
６ʵ２�環境教育・学習の推進

儸 講座・イベント等の開
催状況

開催回数 回 284 H30 224 14 295
↓

参加者数 人 31,222 H30 28,069 1,929 32,750
⠐ エコリーダー養成講座修了者数 人 409 H30 421 421 510 ↑

⠑ カーボンマイナスこども
アクション

参加者数 人 62,401 H30 69,901 73,098 110,000
↑

総CO2 削減量 tôCO2 1,689 H30 1,887 1,967 2,900
６ʵ３�多様な主体が取り組むエコ意識の向上
＊管理指標№ 13、№ 14、№ 15 は、環境基本計画の「６つの柱」ごとの評価とするため再掲とする
＊Noが〇印で囲まれた管理指標の実績は累計
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２　管理指標の達成状況
　管理指標の達成状況については、令和２年度目標のうち、7指標が「達成」、18指標が「向上」となりま
した。そのほか、「低下」は 9指標、「変動なし」は 5指標、「目標値なし」は 6指標で、目標値の達成に向
けて、その推移を見ていく実績管理指標です。

進ḿ状況 令和２年度
達成 7指標
向上 18指標
低下 9指標

変動なし 5指標
目標値なし 6指標

●　「達成」となった管理指標について

●　「向上」となった管理指標について

●　「低下」となった管理指標について

取組みが向上した管理指標

指標 1 江東区域のCO2 排出量 指標 2 ଠ陽光発電システムの助成件数
および導入によるCO2 削減量

指標 3 高効率給౬器等の助成件数
および導入による̘Ｏ２削減量

指標 4 エネルギー管理システム機器助成件数

指標 5 高反ࣹ率ృ装助成件数 指標 6 電池助成件数
指標７ 高断熱窓助成件数 指標 9 次世代自動車助成件数

指標 10 再生可能エネルギー設備を導入した
区施設数 指標 19 大規模建築物事業者による事業系廃

棄物の再利用率
指標 22 公園面積 指標 24 水辺・潮風の散歩道整備率

指標 25 江東区のまちฒみが美しいと思う区
民の割合 指標 26 アダプトプログラム

指標 29 区内自転車駐車場の駐車可能台数 指標 34 河川 BODの環境基準適合率
指標 44 エコリーダー養成講座修了者数 指標 45 カーボンマイナスこどもアクション

・指標 11「庁有車の低公害車導入率」
　未導入車数は、令和元年度から変わらず、3台でした。引き続き庁有車の入替等の際に、低公害車への
移行を推進していき、導入率 100％を目指します。

取組みが低下した管理指標
指標 11 庁有車の低公害車導入率 指標 16 区民 1人当たり１日の資源・ごみ量
指標 17 区民１人当たり１日のごみ量 指標 18 資源化率
指標 27 一斉清掃 指標 35 DOの環境基準適合率
指標 36 海域CODの環境基準適合率 指標 37 道路交通騒音の環境基準達成率
指標 43 講座・イベント等の開催状況

目標を達成した管理指標
指標 12　 江東区役所のCO2 排出量 指標 28　 駅周辺の放置自転車数

指標 30～ 32 大気環境汚染防止対策の推進（NO2、
SPM、SO2）

指標 38　 ダイオキシン類の環境基準適合率

指標 39　 大気中ベンゼン
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● 「変動なし」の管理指標について

● 「目標値なし」の管理指標について
目標値なしの管理指標

指標 14 区民、事業者による新たな緑化面積 指標 15 区立施設における新たな緑化面積
指標 20 ポケットエコスペース設置数 指標 21 みどりのボランティア数
指標 40 透水性舗装面積 指標 42 雨水流出抑制対策量

・指標 16「区民１人当たり１日の資源・ごみ量」
　指標 17「区民１人当たり１日のごみ量」
　指標 18「資源化率」
　区民１人当たり１日の資源・ごみの発生量は、近年減少傾向で推移していましたが、令和元年度末から
の新型コロナウイルスの感染拡大に対する外出自ॗ等により、家庭ごみが増加したことに伴いඍ増しまし
た。また、資源化率は27％とඍ減しており、今後更なる5̧の取り組みの周知啓発活動を実施していきます。

・指標 27「一斉清掃」
　　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、春・秋の実施を中止としました。

・指標 35「DOの環境基準適合率」
　平成 29年度に東京都告示で河川の水域類型が見直され、基準が強化されたことにより、DOの環境基
準適合率が相対的に低下しています。しかし近年の平均値は、低い値で横ばいあるいは改善傾向にあり、
良好な結果が続いています。今後も、河川水質の定期調査を継続していくとともに、隅田川や東京湾といっ
た区周辺の河川・海域についても、他の自治体と連携した水質保全対策を推進し、水環境の改善を目指し
ます。

・指標 36「海域CODの環境基準適合率」
　令和 2年度は、全 3地点中 2地点において、年 4回の平均値が環境基準を満たしました。環境基準を
満たさなかった 1地点は潮の影響を受けたと考えられます。しかし近年の平均値は、年度毎に増減はあ
るものの良好な結果となっています。周辺自治体と連携することにより、水環境の改善を目指します。

・指標 37「道路交通騒音の環境基準達成率」
　昼間 6地点、夜間 13地点で環境基準に達しませんでした。南部地域の人口増加や開発などにより幹線
道路の利便性が向上したものの、貨物車両に対する騒音対策の技術革新が少なく、昼夜の騒音レベルの変
化が少ないことが原因と考えられます。国は、自動車騒音規制のあり方について見直しを進め、平成 28
年に新たに国際基準を導入しました。徐々に効果が現れるものと考えられます。今後も国などの道路管理
者と連携し自動車騒音対策について取り組みます。

・指標 43「講座・イベント等の開催状況」
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、̕月まで講座を中止したほか、４・５月は環境学習情報館
を臨時休館、6月は江東区環境フェアも実施を見合わせたため、講座回数・参加者数が減少となりました。
今後は感染防止対策を講じての講座やコロナՒでも安全に開催できる新たな啓発イベントを検討し、実施
していきます。

変動なしの管理指標
指標 8 LEDর明助成件数 指標 13 緑被率
指標 23 緑視率 指標 33 光化学オキシダント（OX）

指標 41 区立施設における雨水利用の導入施
設数
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3　重点事業（23）の進捗管理 （本文では、重点事業と表記）

No. 重点事業
（★は長期計画上の主要事業） 目標設定項目 単位 実績値

令和２年度
目標値
令和６年度 評価

① 地球温暖化防止設備導入助成事業★
（累計）

太陽光発電システム助成件数 件 536 1,261

高効率給湯器等の助成件数 件 1,475 2,855

エネルギー管理システム機器助成件
数 件 34 500

高反射率塗装助成件数 件 328 401

蓄電池助成件数 件 93 400

高断熱窓助成件数 件 107 350

LED照明助成件数 件 96 250

次世代自動車助成件数 件 140 330

② 再生可能エネルギー等の活用★（累
計）

太陽光発電施設 施設 16 19

雨水利用施設 施設 56 58

3 街路灯の改修★（累計） 街路灯 基 3,744 4,850

4 公共建築物等における木材利用推進方針の運用
「１平方メートル当たり 0.008㎥以上」 － － －

5 CITY IN THE GREEN 公共緑化推
進事業★（累計）

屋上・壁面緑化 施設 1 5

橋台敷緑化 箇所 0 10

公園内接道緑化 園 0 40

シンボルツリー整備 箇所 0 10

校庭芝生化 施設 0 1

6 生ごみ減量推進事業 燃やすごみの減量効果 ｔ 23 41

7 古着・古布の回収 回収量 ｔ 79 103

⑧ ポケットエコスペース維持・管理 箇所 － －

⑨ みどりのボランティア活動支援 人 － －

10 区立公園の改修★

区立公園（大規模改修） 園 /年 1 2

区立公園（小規模改修） 園 /年 2 5

区立児童遊園（大規模改修） 園 /年 1 2

区立児童遊園（小規模改修） 園 /年 3 3

⑪ 水辺・潮風の散歩道の整備★ 水辺・潮風の散歩道整備率 ％ 59.77 61.43

12 低炭素まちづくりの推進 － － －

⑬ アダプトプログラム事業の推進 登録団体数 団体 205 210

⑭ 自転車駐車場の整備 駐車可能台数 台 22,731 23,000

⑮ 大気監視指導

二酸化窒素（NO2） ppm 0.041 0.06 以下

浮遊粒子状物質（SPM） mg/㎥ 0.041 0.1 以下

二酸化硫黄（SO2） ppm 0.002 0.04 以下

光化学スモッグ注意報発令日数 日 2 0

⑯ 水質監視指導

河川ＢＯＤの環境基準適合率 ％ 98 100

ＤＯの環境基準適合率 ％ 45 100

海域ＣＯＤの環境基準適合率 ％ 83 100
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●　「達成」の重点事業

●　達成に至らなかった事業のうち、実績値が目標値よりかけ離れていた目標設定項目

No. 重点事業໊ 管理指標の活用
ᶕ 有害化学物質調査（ダイオキシン類・ベンゼン） ʓ（指標 38、39）

No. 重点事業໊ 目標設定項目（管理指標の活用）

ᶃ 地球温暖化防止設備導入助成事業（累計） エネルギー管理システム機器助成件数
（指標 4を活用）

5 CITY�IN�THE�GREEN�公共緑化推進事業 台敷緑化・公園内接道緑化・シンボルツリーڮ
整備（指標活用なし）

・目標設定項目「エネルギー管理システム機器助成件数」
　エネルギー管理システムは、必要性が高まってきた平成 27年度より、助成対象へ追加しました。また、
平成 27年 7月には、資源エネルギー庁から全世帯への導入を目指すと方が示されました。このような
状況を考慮し、平成 27年度に目標値を毎年 50件、令和 6年度までの累計で 500件と設定しました。
　一方、助成の申請では、戸建て住宅でଠ陽光発電システムとあわせて導入されることが多くみられまし
た。このため、集合住宅にお住いの方の割合が高い本区では、助成ֹの上限が2万円であることもあわさり、
実績値が想定よりも少なかったと推察されました。
　ついては、国や都、他自治体の状況を把握するとともに、目標の達成に向けて、事業のさらなる周知を
行います。

・目標設定項目「ڮ台敷緑化・公園内接道緑化・シンボルツリー整備」
　新型コロナウイルス感染症の影響を౿まえ、事業の見直しを行い、令和 2年度～令和 6年度まで休止と
なりました。

No. 重点事業
（★は長期計画上の主要事業） 目標設定項目 単位 実績値

令和２年度
目標値
令和６年度 評価

17 近隣・生活騒音防止の啓発 － － －

⑱ 道路交通騒音・振動調査 道路交通騒音の
環境基準達成率

昼間 ％ 71 100

夜間 ％ 38 100

⑲ 有害化学物質調査

ダイオキシン類の
環境基準適合率

水質 ％ 100 100

◎
底質 ％ 100 100

大気中ベンゼン
沿道 µg/㎥ 1.0 3 以下

後背地 µg/㎥ 0.90 3 以下

⑳ 雨水流出抑制対策の推進 － － －

㉑ 透水性舗装道路の整備 － － －

㉒ 環境学習情報館運営事業★
講座・啓発イベント等開催回数 件 14 295

講座・啓発イベント等見学参加者数 人 1,929 32,750

㉓ カーボンマイナスこどもアクション
事業（累計）

参加者数 人 73,098 110,000

総 CO2 削減量 t-CO2 1,967 2,900

　長期計画の主要事業を中心に、「区民・事業者・区が一体となって進めることが有効な事業」で重点的
に取り組むべき事業を「重点事業」として 23事業を選定し、その進ḿ管理も行っています。（本文では、
重点事業と表記）
　目標値を持たない事業を除く 16事業を評価しました。このうち、管理指標を活用する事業が 11事業あ
ります。令和２年度は、1事業が目標値を達成しました。

＊色彩部分は、目標値をもつ事業　＊○で囲まれた番号の事業は、管理指標と重複する
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柱１ 地球温暖化・エネルギー対策の推進 

～ KOTO低炭素プラン　地球温暖化対策実行計画（区域施策編）～

1 ʵ 1　地球温暖化対策の推進【緩和策】

「区が目指すべき 10年後の姿」
　区民・事業者・区が地球温暖化防止を意識した共通の目標を持ち、お互いに連携・協力しながら、省エネルギー
のさらなる推進や再生可能エネルギー等の利用が進み、炭素社会に向けての取り組みを進めています。

No. 管理指標 単位
基準値 実績値 目標値

数値 年度 令和元年度 令和２年度 令和６年度

1 江東区域のCO２排出量 千 t-CO２ 3,360 Ｈ 25 2,820
〔H29〕

2,805
〔H30〕

2,543
Ｈ 25 比
▲ 24.3％

�ʤʥ内の年度の実績を集計しています。

●　国際的な動向
　平成 27（2015）年にフランスのパリで開催された国連気ީ変動組条例第 21回క約国会議（COP21）
で、令和 2（2020年）年以降の地球温暖化対策の新たな組みであるパリ協定が採されました。
　パリ協定とは、国連気ީ変動組条約に加ໍする国や地域が参加する公平かつ実効的な組みであり、
産業革命前からの平均気温の上昇を２ˆ未満に保つとともに 1.5ˆに抑える努力を追求すること、今世ل
後に人為的な温室効果ガス排出について実質ゼロを目指しています。その実効性を高めるため、先進国
だけでなく開発途上国にも対策への取り組みを՝し、各క約国において５年ごとに削減目標を見直すこと
などを規定しています。
　平成 30（2018）年に開催されたCOP24 では、パリ協定の令和 2（2020）年以降の本格運用に向け
た実施指が採されたものの、市場メカニズム（国レベルの温室効果ガス排出削減量のやり取りに関す
るルール）についての合意は持ちӽしとなり、令和元（2019）年度に開催したCOP25 でも合意形成は
できませんでした。
　また、新型コロナウイルスの感染拡大により、令和 2（2020）年の COP26 は延期となりましたが、
環境に配慮した経ࡁの回復（グリーン・リカバリー）を進め、温暖化対策を強化することが、ٸ務となっ
ています。

●　国及び東京都の動向
　パリ協定の採以降、国は平成 28（2016）年に地球温暖化対策計画をֳ議決定し、温室効果ガスの排
出削減量を「2030年度において、2013年度比 26.0％減の水準にする」との中期目標を掲げました。
　平成 30（2018）年には、気ީ変動適応法が施行され、温室効果ガスの排出削減（緩和策）とともに、
気ީ変動の影響による被害の回ආ・軽減（適応策）の推進が盛り込まれました。
　あわせて、令和元（2019）年 6月には、パリ協定に基づく成長戦ུとしての長期戦ུをֳ議決定し、「最
終౸達点として『炭素社会』を掲げ、それを野心的に今世ل後のできるだけૣ期に実現していくこと
を目指す」との長期的なビジョンを示しました。
　また、令和 2（2020）年 10月には、「2050年カーボンニュートラル」をੁट相がએ言、これを౿まえ、
14の重要分野ごとに、高い目標を掲げた上で、現状の՝題と今後の取組を明記し、予算、੫、規制改革・
標準化、国際連携など、あらゆる政策を盛り込んだグリーン成長戦ུを策定しました。

※　国際的な取組みのため、ྐྵと和ྐྵのซ記としています



第
̐
章

࣮

ใ
ࠂ
ͱ
ਐ
ḿ

ཧ

19

　一方、東京都は令和元（2019）年 12 月に、ゼロエミッション東京戦ུを策定し、令和 32（2050）
年までにCO2 排出量を実質ゼロとするほか、気ީ変動による影響への適応策を推進するための東京都気
ީ変動適応方などを公表しました。また、令和 3年（2021）年１月には、ダボスアジェンダ会議にて
2030 年までに温室効果ガスを 2000 年比 50％削減する「カーボンハーフ」を表明、同年 3月に「ゼロ
エミッション東京戦ུ 2020�6pEate���RepoSt」を策定しました。

●　ＫＯＴＯ低炭素プランによる削減計画
　「KOTO低炭素プラン」は、地球温暖化対策の推進に関する法律において、地方公共団体に策定が求め
られている「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策ฤ）」に位置付けられています。
　区では、区の現状や国・都の動向等の社会状況を౿まえ、温暖化対策における令和 12年度（2030 年）
の削減目標（中期目標）を以下のとおり定めました。なお、計画目標年度である令和 6年度（2024年度）
の削減目標については、令和 12年度（2030年度）までの中間年度の位置付けとして設定しています。

令和 12年度（2030年度）の目標（中期目標）

１ɽCO2 排出量を平成 25年度（2013年度）比で令和 12年度までに 37.6％削減
　　（計画目標としては、令和 6年度に平成 25年度比で 24.3％削減）
２ɽ区の施策で、CO2 削減量が算定可能な事業について、CO2 削減量の進ḿ管理を実施

管理指標 単位
基準値 実績値 目標値

数値 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 6年度

区民 1人当たりのCO2 排出量
（民生家庭部門）

kg-CO2 1,310 Ｈ 28 ―
1,247
〔H30〕

―

区民 1人当たりのCO2 排出量
（民生業務部門）

kg-CO2 159 Ｈ 28 ―
154

〔H30〕
―

江東区域のエネルギー消費量 TJ 28,216 Ｈ 28
28,499
〔H29〕

28,343
〔H30〕

―

�ʤʥ内の年度の実績を集計しています。 （出典　みどり東京・温暖化防止プロジェクト）

【参考指標】

【参考】江東区域のエネルギー消費量

ʢʣ

ʢ5+ʣ

（出典　みどり東京・温暖化防止プロジェクト）
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●　江東区の二酸化炭素（CO2）排出量の現状
　江東区の平成 30年度のCO2 排出量は、2,805 ઍ̓となり、前年度比で 0.5％減少しています。部門別
排出割合では民生業務部門が全体の約 52％で最も高く、民生家庭部門と合わせると全体の約 75％を占め
ています。
　また、東日本大災以前の平成 22年度の排出量 2,840 ઍ̓より低いことは、臨海部を中心とする大規
模開発によって、人口や事業所がٸ増する本区特有のध要構造を考慮すれば、区民や事業者の積極的な取
り組みによる成果と考えられます。

平成 30年度区内の部門別二酸化炭素（CO2）排出量及び部門別排出割合　　　　　　�（୯位：ઍ tôCO2）
産業部門 民生家庭部門 民生業務部門 運輸部門 廃棄物部門 合計

平成 30年度 233 640 1,473 388 71 2,805

平成 29年度 247 673 1,444 387 68 2,820

増　減 ˚ 14 ˚ 33 29 1 3 ˚ 15
捨五入の関係により、各数値の合算と合計値は異なる（出典　みどり東京・温暖化防止プロジェクト）࢛※

7.3%

8.3%

28.7%

22.8%

44.1%

52.5%

16.8%

13.8%

3.1%

2.5%

㒔య

Ụᮾ༊

⏘ᴗ㒊㛛 ᐙᗞ㒊㛛 ᴗົ㒊㛛 㐠㍺㒊㛛 ᗫᲠ≀㒊㛛

（基準年度） （削減目標）

（千t-CO２）

（出典　みどり東京・温暖化防止プロジェクト）

江東۠Ҭの CO2 ഉ出ྔ
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●　区の施策によるCO2 削減
　江東区のCO2 排出量は減少傾向ですが、排出割合の多い民生家庭部門と民生業務部門、排出量が増加した
産業部門では、更なる対策が必要です。区の施策でCO2 削減量を算出できる下表の施策について進行管理を
行い、更なる削減を目指します。

区分 施　策
CO2 削減量の
算出方法

令和２年度
実績

CO2
削減量

関連
ページ

家庭・事業
者の取り組
みの推進

高効率給湯器等の導入（エコ
キュート、エネファーム）

機器ごとの CO2 削減効果に助成
件数を乗じて算出

66 件 62t P.22

太陽光発電システムの導入
太陽光発電システムの年間発電
量に、助成件数及び排出係数を
乗じて算出

19 件
106,330kWh

47t P.22

学校での取
り組みの推
進

全区立小中学校でごみ発電の
電力を使用

新電力※1 との契約実績による
CO2 削減量

68 件 7,303t※2 P.25

カーボンマイナスこどもアク
ションの推進

区立小学校のうち令和 2年度に
協力が得られた学校の CO2 総削
減量

3,197 人 80t P.70

区による再
生可能エネ
ルギーの導
入

公共施設の改築時に併せた太
陽光発電システムの導入

太陽光発電システムの年間発電
量の合計に排出係数を乗じて算
出

16 件
132,130kWh

17t P.23

若洲風力発電施設の発電量
若洲風力発電施設も年間発電量
に排出係数を乗じて算出

1,843,517 kWh 838t P.23

新電力からの電力購入
新電力との契約実績による CO2
削減量※3 105 件 8,604t ‒

区主催のイベント等における
グリーン電力証書の活用

年間の契約発電量の合計に排出
係数を乗じて算出

13,000 kWh 5.9t P.30

リサイクル
の推進

資源回収による CO2 削減（古
着、容器包装プラスチック、
発泡スチロール、古紙、びん、
アルミ缶、スチール缶、ペッ
トボトル）

単位当たりの CO2 削減量に回収
量を乗じて資源ごとに算出

16,912t 27,131t P.38

緑化の推進

新たな緑化面積（区民・事業者）
区民・事業者から提出された緑
化計画書に基づいた緑化面積に
吸収係数を乗じて算出

50,068㎡ 208t P.32

新たな緑化面積（区立施設）
新たに整備した緑化面積に吸収
係数を乗じて算出

0㎡ 0t P.32

合　計 36,993t ―

※ 1　2013 年 3 月に経済産業省より「特定規模電気事業者（PPS）」から「新電力」に名称を変更
※ 2　「新電力からの電力購入」に含まれているため、合計からは除いて計上
※ 3　新電力によっては、従来の電力会社よりCO2 排出係数が高いものがあった
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＜地球温暖化防止設備の導入助成＞重点事業

　ଠ陽光発電や省エネルギー設備を導入する区民・事業者に対し、設備අ用の一部を助成し、地球温暖
化対策を推進します。

●　地球温暖化防止設備導入助成事業
　家庭 ･業務部門のCO2 削減に貢献するため、ଠ陽光発電や省エネルギー設備を導入する区民 ･事業者に
対し、設備අ用の一部を助成する事業を実施しています。
　令和２年度（୯年度）の助成実績は、合計で 298件、助成金ֹは 2,928 万円で、対象機器を導入する
ことによるCO2 削減効果は年間約 109̓とࢼ算されます。

№ 管理指標 単位
基準値 実績値 目標値

数値 年度 令和元年度 令和２年度 令和６年度

② 太陽光発電システムの助成件数
および導入によるCO2 削減量

件数 499
H30

517 536 1,261
t-CO2 948 992 1,039 2,110

③ 高効率給湯器等の助成件数
および導入によるCO2 削減量

件数 1,390
H30

1,443 1,475 2,855
t-CO2 856 916 934 1,745

④ エネルギー管理システム機器助成件数 件数 19 H30 25 34 500
⑤ 高反射率塗装助成件数 件数 218 H30 266 328 401
⑥ 蓄電池助成件数 件数 28 H30 ― 93 400
⑦ 高断熱窓助成件数 件数 28 H30 ― 107 350
⑧ LED照明助成件数 件数 ― H30 ― 96 250
⑨ 次世代自動車助成件数 件数 60 H30 ― 140 330

　令和２年度 ॿ成༰の༁

設備の種類 江東区の助成金額　　（ ）内は上限金額 実績件
数［件］

助成金額
［ 千円 ］

CO2 削減効果
［ ｔ／年 ］＊

太陽光 太陽光発電システム ［個人住宅・事業所］　5万円／ kW （20 万円）
［集合住宅］　　　　　　〃 （150 万円） 19 3,553 47

高効率
給湯器等

CO2 冷媒ヒートポンプ
給湯機（エコキュート）

［個人住宅］　設置経費の　5％ （４万円）
［事業所］　　　　　〃 （８万円） 32 728 18

燃料電池装置
（エネファーム）

［個人住宅］　設置経費の　5％ （10 万円）
［事業所］　　　　　〃 （20 万円） 34 1,747 44

エネルギー管理システム機器
（HEMS・MEMS）

［個人住宅］　設置経費の　5％ （２万円）
［事業所］　　　　　〃 （４万円）
［集合住宅］　　　　〃 （15 万円）

9 39 －

高反射率塗装

屋根・屋上に使用した下地用塗料・高反射率塗料
各１回塗布の塗料材料費
［個人住宅・事業所］ （20 万円）
［集合住宅］ （150 万円）

62 5,586 －

蓄電池 ［個人住宅・事業所］　設置経費の 5％ （10 万円）
［集合住宅］　　　　　　〃 （50 万円） 29 2,497 －

高断熱窓 ［個人住宅・事業所］　設置経費の 10％（10 万円）
［集合住宅］　　　　　　〃 （100 万円） 38 2,111 －

LED照明 ［集合住宅］　設置経費の 10％ （50 万円） 46 10,119 －
次世代自動車
  電気自動車・燃料電池自動車
　プラグインハイブリッド車

一律　10 万円 29 2,900 －

令和２年度　合計 298 29,280 109

＊番号が˓ҹで囲まれた管理指標の実績は累計

＊　CO2 削減効果は環境省が公表しているものを本区の管理指標として採用。環境省資料に含まれない「エネファーム」については、
カタログ値等から試算。
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＜再生可能エネルギー等の活用＞重点事業

　区立施設の新築・改築等の機会をとらえ、ଠ陽光発電システムや雨水利用設備等を可能な限り設置し、
CO２排出削減と環境負荷の軽減を図ります。
　また、ए洲風力発電設備やマイクロ水力発電設備等を活用し、区民の再生可能エネルギーについての
知識のৢ成を図ります。

●　設備容量と発電実績
　令和 2年度末現在、風力発電 2施設、水力発電 1施設、ଠ陽光発電 16施設、計 19施設へ再生可能エ
ネルギー設備を導入しています。風力・水力発電は目標値を達成しており、ଠ陽光発電については、目標
値の達成に向け、計画的に導入を進めていきます。

　ຊ۠再生ՄエωϧΪー発ి設උの༁ͱ実績（令和 2 年度）

導入年度 施設名※１ 出力 発電量※２ CO2 削減効果
測定器故障による
計測不能期間

1 H15 若洲風力発電施設 1,950.0 kW 1,624,577 kWh 718,063 kg-CO2 －
2 H18 環境学習情報館 0.3 kW ☆　 kWh - －
風力小計 施設数：2 1,950.3 kW 1,624,577 kWh 718,063 kg-CO2 －
1 H27 マイクロ水力発電施設 1.0 kW 3,428 kWh 1,515 kg-CO2 －
水力小計 施設数 : 1 1.0 kW 3,428 kWh 1,515 kg-CO2 －
1 H17 防災センター 5.0 kW 5,186 kWh 2,292 kg-CO2 －
2 H18 環境学習情報館 25.0 kW 4,312 kWh 1,906 kg-CO2 令和２年４月～ 10 月
3 H19 深川第三中学校＊ 27.5 kW - - 令和元年５月～令和３年３月
4 H20 大島南央小学校＊ 20.0 kW 20,786 kWh 873 kg-CO2 －
5 H21 第五砂町小学校＊ 20.0 kW 22,687 kWh 953 kg-CO2 令和２年８月・10 月
6 H21 塩浜保育園 0.0388 kW ☆　 kWh - －
7 H22 有明小・中学校＊ 3.7 kW 3,572 kWh 150 kg-CO2 －
8 H23 東川小学校＊ 10.0 kW 8,029 kWh 337 kg-CO2 令和２年 11 月～令和３年３月
9 H23 塩崎保育園 0.084 kW ☆　 kWh - －
10 H25 第二亀戸中学校＊ 10.0 kW 11,913 kWh 500 kg-CO2 令和２年 12 月
11 H26 豊洲西小学校＊ 10.0 kW 12,483 kWh 524 kg-CO2 －
12 H27 豊洲シビックセンター 15.2 kW 13,960 kWh 6,171 kg-CO2 －
13 H27 第二亀戸小学校＊ 10.0 kW - - 令和元年 10 月～令和３年３月
14 H29 有明西学園＊ 10.0 kW 12,493 kWh 525 kg-CO2 －
15 H30 第五大島小学校＊ 10.0 kW 8,532 kWh 358 kg-CO2 －
16 R1 香取小学校＊ 6.1 kW 7,158 kWh 300 kg-CO2 －
太陽光小計 施設数：16 182.6 kW 131,111 kWh 14,889 kg-CO2 －
ܭ　߹ 施ઃ数�：�19 2,133.9�k8 1,759,116�k8I 734,467�kH-$02

※１　 CO2 削減効果につき、東京電力の令和元年度実績 調整後排出係数［0.442kg -CO2/kWh］より試算。ただし、「＊」の施設については、東京エコサー
ビス㈱と契約しているため、令和元年度実績 調整後排出係数［0.042kg -CO2/kWh］より試算。

※２　発電量「☆」の施設は、設備出力が小さく、計量実績なし

№ 管理指標 単位
基準値 実績値 目標値

数値 年度 令和元年度 令和２年度 令和６年度

⑩
再生可能エネル
ギー設備を導入
した区施設数

風力・水力発電 施設 3 H30 3 3 3

太陽光発電 施設 15 H30 16 16 19

雨水利用 施設 55 H30 56 56 58
＊番号が˓ҹで囲まれた管理指標の実績は累計
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●　マイクロ水力発電施設
　区の豊な水資源を活用した新たな再生可能エネルギーのシンボルとして平成 27年 3月に設置されま
した。環境学習施設としての活用と新たな観光資源の創出も目的としています。

公園側からも発電機が見られる

橋の下の発電機

発電量のほか、環境学習や観光情報を表示

【視察実績】
・宮崎県都城市議会議員 （平成 27 年 7 月）
・江戸川区議会議員 （平成 27 年 7 月）
・日野市職員 （平成 27 年 8 月）
・特別区協議会 （平成 27 年 10 月）
・愛媛県新居浜市議会議員 （平成 27 年 11 月）
・湘南学園高校 （平成 28 年 7 月）
・広島県廿日市議会議員 （平成 28 年 7 月）
・江戸川区議会 （平成 29 年 5 月）
・会津若松市議会 （平成 29 年 8 月）
・グリップキッズ扇橋校 （平成 30 年 8 月）
・沖縄県宜野湾市職員 （平成 30 年 11 月）
・全国信用協同組合連合会 （令和元年 5 月）

●　雨水利用施設
　雨水利用施設では、雨水を便器ચ浄等に使用しています。計画的な導入を図り、令和２年度までに累計
で 56施設へ導入しました。
　雨水タンク容量の合計は 13,120�ὗ（13,120kL）で、水道水利用と比較した場合、約 3.32t の CO2 削
減効果＊が見込めます。

　＊　CO2 削減効果は「水道事業ガイドライン」（R元年度 東京都水道局）の「1㎥（＝ 1,000L）当たり CO2253g」より試算

【主な仕様】

ϝーカー ඛϓϥントΤンジχΞリンάࡾ
ձࣾࣜג

発ి出ྗ  1k8

༗ޮམࠩ େ࠷ 1,500mm

使用ਫྔ େ࠷ 0.23ὗ � ඵ

ਫंࣜܕ ॎ࣠クϩεϑϩーࣜ

発ిػ Ӭ࣓ٱੴಉظ発ిػ

ిྗར用 දࣔϞχλー、-&%6౮、カϝϥ

　　発ిྔ͕ 3008ҎԼにͳるͱ、දࣔϞχλー͕
　　ࣗಈఀ止
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若洲風力発電施設

第五大島小学校　太陽光発電モニター第二亀戸小学校設置　太陽光パネル

●　太陽光発電施設
　区立施設の改築等に合わせて、令和２年度までに 16施設に導入しました。発電した電力は、主に施設内
で利用されるほか、電力量を表示して「見える化」するなど、環境学習に活用しています。

●　若洲風力発電施設
　海に面したए洲公園は、年平均 5.7m� ඵの風が吹
く風力発電に適した場所であることから、地球環境
問題を考えるための環境配慮のシンボルとして、出力
1,950k8の大型風力発電設備を設置しています。

メーカー ノルデックス社（ドイツ）

定格（最大）出力 1,950 kW

年間想定発電量 270 万 kWh

高さ 100 m

ブレード（羽）の長さ 40 m

発電し始める風速（カットイン風速）4 m/ 秒

定格出力で発電する風速 風速 12 ～ 25 m/ 秒

　　　風速 25m/ 秒（カットアウト風速）以上になると
　　　安全のため風車は自動的に止まります

主な仕様

　ごみ発電は再生可能エネルギー（バイオマス発電）の一種で、
ごみを燃やした熱を利用してৠ気を発生させ、そのৠ気の力で
タービンを回して発電します。CO2 を増やすことなく発電する
ことができる環境にやさしい発電方法です。　　　　　　　　　
　それまで一部の区立小・中学校で行っていた東京エコサービス
式会社による清掃工場で発電した電力の供給を、令和元年度かג
ら、全区立小・中学校及び義務教育学校へ拡大しました。　　　
　また、ごみ問題との関係が深い江東区ならではのごみ発電につ
いてリーフレットを作成し、環境学習へつなげています。　　　作成したリーフレット

温暖化対策課　環境調整係
全ཱ۠小・中学ߍ等Ͱ͝み発ిのిྗΛ用

Pick up 
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● 庁有車の低公害車導入
　低公害車とは、排出ガスを発生させない、または排出ガスの発生量が相当程度少なく、かつ、低燃අで、
CO2 の排出量も少ないと認められる自動車で、国や東京都が指定しています。
　区では、令和６年度に庁有車の 100�を低公害化することを目標に掲げ、令和２年度は 92.5�の導入
率になりました。今後も低公害車導入 100�を目指していきます。

江東۠ ி༗車༁　（ࢢݝ指ఆ公車۠）　令和 2 年度実績
庁有車数　47 台

低公害車導入対象数　40 台

低公害車を導入
できない清掃車※

７台

低公害車導入済数　37 台（導入率　92.5％）
低公害車
未導入数
３台

①燃料電池自動車
２台

②電気自動車
１台

① , ②以外の低公害車
34 台

※費用の関係から低公害車を導入できない清掃車については、公害車の対象から除く。

● 新築マンション等駐車場への電気自動車（EV）等の充電設備設置の促進
　電気自動車（E7）普及の՝題である集合住宅へのインフラ整備不足の解消を目的に、「江東区マンショ
ン等の建設に関する指導要綱」に基づき、区内にマンション等を新築する場合、駐車場収容台数の 1割以
上に電気自動車等の充電設備を設置するよう、マンション等建設事業者に指導しています。

৽ஙマンション等の設ஔ実績（令和 2 年度）

マンション等建設数 自動車駐車場計画数
電気自動車等の充電設備

外部電源設備設置数 急速充電器設置数

71 件 228 台 ５基 ０基

● 環境保全対策資金融資
　区内の中小企業の方が自動車を低公害車（新車のみ）に切り替える際、低金利で借り入れができるよう、
金融機関と東京信用保証協会の協力を得ながら、融資のあっせんを行っています。

環境保全対策ࢿ金༥ࢿあっͤΜ੍度利用件数

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度

７件 １件 ３件 ２件 ２件 １件

　運輸部門からのCO２排出削減を目的に、庁有車の低公害化を図るとともに、電気自動車（E7）の普
及に取り組みます。

＜運輸部門の対策＞

№ 管理指標 単位
基準値 実績値 目標値

数値 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 6年度

11 庁有車の低公害車導入率 ％ 93.5 H30 93.0 92.5 100
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● EV用急速・普通充電設備の無料開放
　E7の普及推進を目的に、平成22年11月1日から庁舎駐車場に、平成27年̕月24日からは豊洲シビッ
クηンターにも E7用ٸ速・普通充電設備を設置し、区民や事業者の方々にແ料で開放しています。
　なお、庁舎駐車場の E7用ٸ速・普通充電設備は、設置から 10年が経過し、設置当初の役割を達成し
たため、令和 3年 3月 31日をもって利用を終了しました。

設置場所：豊洲シビックセンター１Ｆ駐車場入口
　　　　　（豊洲 2-2-18）
設置基数：ＥＶ用急速充電器　１基
　　　　　普通充電設備（100V / 200V）各１基
利用時間：8:00 ～ 22:00
　　　　　（年末年始は利用できません）
利用方法：１Ｆ駐車場管理室で利用受付台帳に記入
利用料金：無料

豊洲シビックセンター

※（　）：令和元年度件数

令和２年度　施設別充電設備使用状況

参考　平成 22〜令和２年度　施設別充電設備使用状況
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＜チーム江東・環境配慮推進計画＞

№ 管理指標 単位
基準値 実績値 目標値

数値 年度 令和元年度 令和２年度 令和６年度

12 江東区役所のCO2 排出量 t-CO2 36,386 H30 29,161 25,249 34,567

●　江東区役所のCO2 排出量
　令和２年度の実績値は、平成 30年度の基準値より大෯に減少し、目標を達成しました。要因として、
令和元年度から区立小・中学校等の区施設における電力を環境負荷の低いCO2 排出係数の小さい電力へ切
り替えたこと、新型コロナウイルス感染症対策に伴う休校・休館等により、エネルギーの使用量が減った
ことがڍげられます。

●　チーム江東・環境配慮推進計画（第三次庁内環境配慮推進計画）
　令和 2年 3月に「チーム江東・環境配慮推進計画（第二次庁内環境配慮推進計画・後期）」を改定し、「チー
ム江東・環境配慮推進計画（第三次庁内環境配慮推進計画）」を新たに策定しました。
　新しい計画では、令和 2～ 11年度を計画期間とし、CO2 排出量削減目標の改定や職員ごとの取組マニュ
アルの見直しを行いました。マニュアルにおいては、取り組みに関係する SDGT 目標の記ࡌやൈਮ൛とな
る「これだけはやろう！チーム江東・省エネ行動」を 1枚にまとめ、区職員一ؙとなって環境負荷低減へ
取り組みます。

「νーム江東・環境ྀਪਐܭը（ୈ࣍ࡾி環境ྀਪਐܭը）」 の基ຊత事項

目　的

（1）　地球温暖化防止に向けた温室効果ガスの抑制
地球温暖化対策の推進に関する法律第 21 条において、地方公共団体に策定が義務づけられている「地球温暖
化対策地方公共団体実行計画（事務事業編）」を包含するものとする。

（2）　 エネルギー使用の合理化等に関する法律及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に対応した
計画

環境負荷低減の取り組みとあわせて、「省エネ法」や「温対法」の改正による責務を果たすため、区役所全体
で年平均 1％以上のエネルギー消費原単位の低減に努めるなど、エネルギー管理の徹底を図るものとする。

計画期間 令和２年度～ 11 年度

基準年度 平成 30 年度

計画の
対象範囲 区が実施する全ての事務・事業

（指定管理者や無人施設等、省エネ法等で区の報告対象範囲となる事業や施設は全て対象）

　「チーム江東・環境配慮推進計画」に基づき、区も一事業者として、環境負荷軽減やCO２排出量の抑
制に取り組みます。
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●　令和 2年度の実績
　10の管理指標のうち、「都市ガス使用量」等４指標について、「チーム江東・環境配慮推進計画（第三次
庁内環境配慮推進計画）」の前期目標を達成しました。引き続き、省エネへの一層の取り組みを推進します。

「チーム江東・環境配慮推進計画」令和 2年度　実績一ཡ ʓ（達成）�ˢ（向上）ˣ（低下）

管理指標 *1 単 位 基準値
（平成30年度）

令和 2年度 前期目標
（令和 2～
令和 6年度）

目
標
達
成

進
捗
状
況実績値 基準比

1
①コピー機・複合機の出力枚数 千枚 38,838 39,326 1.3% 現状維持 ↓

②用紙購入量 千枚 -*2 82,601 - 現状維持

2 電気使用量（床面積あたり） kWh/ 千㎡ 22,507 22,092 △ 1.8% △ 5 % ↑

3 都市ガス使用量（床面積あたり） N㎥ /千㎡ 1,644 1,545 △ 6.0% △ 5 % ○

4 上水道使用量（床面積あたり） ㎥ /千㎡ 595 451 △ 24.2% △ 5 % ○

5 低公害車の導入 導入率 93.5% 92.5% △ 1.0% 100% ↓

6 エネルギー使用量（床面積あたり・原油換算）
kL/ 千㎡

（原油換算） 7.8 7.46 △ 4.4% 年平均 1 %
以上削減 ○

7 廃棄物量 ｔ 1,183 1,056 △ 10.7% △ 5 % ○

8 リサイクル率 ％ 49.3% 48.0% △ 1.3% 65% ↓

9 木材利用 0.008㎥ /㎡以上の新築・改築施設の割合（木材利用推進方針） ％ 100% -*3 - 100%

＊ 1　1- ②用紙購入量を除き、「チーム江東・環境配慮推進計画（第二次庁内環境配慮推進計画・後期）」からの継続
＊ 2　平成 30 年度に調査をしていない
＊ 3　令和２年度は新築及び改築施設がないため、実績なし

江東区
環境学習情報館キャラクター

「たすけくん」
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●　グリーン電力証書の活用
　「グリーン電力証書」をߪ入することで、自然エネルギーによって発電
されたグリーン電力を使用しているとみなす制度です。事業者が証書を
入したඅ用は、国内の自然エネルギーの普及・拡大を目的に、発電設ߪ
備の維持等に利用されます。
　令和 2年度は、カーボンマイナスこどもアクション及び E7用ٸ速充
電器 (庁舎・豊洲シビックηンター）へ活用しました。

令和２年度の活用実績
イベント名称 電力量 電力種類 発電場所

カーボンマイナスこどもアクション 1,000kWh
バイオマス 宮城県

石巻市ＥＶ用急速充電器
（庁舎・豊洲シビックセンター） 各 6,000kWh

●　街路灯の改修 重点事業
　区道に設置している老朽化した街路౮を改修し、
合わせて省エネ化を図ります。これによりCO2 の
発生を抑制し、環境負荷を低減します。
　令和２年度現在、区内の街路౮ 13,988 基の４割
近くは、水ۜ౮となっています。水ۜ౮をより効率
の良いＬ̙̚౮に更新し、র度を確保しつつ消අ電
力の低減を図るため、計画的に改修を進めています。
　（例として、水ۜ౮ 1008を LED ౮ 178に取
り換えた場合、র度はほぼ同じですが、消අ電力は
約 1� ６になります）

֗࿏౮の改修基数のਪҠ

年  度 H27 H28 H29 H30 R1 R2

路線改修数
（基） 564 591 549 585 730 725

●　江東区公共建築物等における木材利用推進方針の運用 重点事業
　「江東区公共建築物等における木材利用推進方」
（平成 26年 4月 1日施行）では、公共建築物の新築・
改築時に、木材利用を原則、1平方メートル当たり
0.008ὗ以上とし、目標値を設定しています。
　木材の積極的な利用を推進し、木材利用を通じて、
ྛの適切な保全や木材産業の振ڵ、温暖化対策を
図ります。

「グリーン電力証書 ( サンプル )」
（出典：日本自然エネルギー（株）HP）

令和元年度改築　香取小学校木材使用率　0.033㎥ /㎡

改修後の街路灯（LED 灯）
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1 － 2　地球温暖化対策の推進【適応策】

＜緑被率の向上＞

№ 管理指標 単位
基準値 実績値 目標値

数値 年度 令和元年度 令和２年度 令和６年度

13 緑被率 ％ 18.7 H29 18.7
〔H29〕

18.7
〔H29〕

22
〔R11〕

ñʤʥ内の年度の実績を集計しています。

「CITY IN THE GREEN」（みどりの中の都市）の実現に向けて

　CITY�IN�THE�GREEN（CIG）とは、江東区が目指すみどりのまちづくりの基本となる考え方で、都

市の中のみどりではなく、「みどりの中の都市」をイメージしています。

　区は、令和２年３月に改定した「江東区みどりの基本計画」に基づき、公共施設における敷地内の緑

化・屋上น面緑化等を進める一方、新たな建築物に対する緑化指導、「みどりのコミュニティづくり講座」

などみどりの魅力や大切さを理解してもらう取組みにより、区民・事業者との連携による緑化を推進し

ています。

「区が目指すべき 10年後の姿」
　海風が区内陸部に効果的に吹き込むようにヒートアイランド対策を実施し、熱環境の改善による快適
な生活環境を実現しています。

CITY IN THE GREEN実現のイメージ

●　CITY IN THE GREEN 公共緑化推進事業　重点事業 →　46 ページ参照
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＜緑化面積の拡大に向けた取り組み＞

№ 管理指標 単位
基準値 実績値 目標値

数値 年度 令和元年度 令和２年度 令和６年度

14 区民、事業者による新たな緑化面積 ㎡ 52,599 H30 51,206 50,068 ―

15 区立施設における新たな緑化面積 ㎡ 911 H30 2,847 0 ―

●　区民・事業者による新たな緑化
　「江東区みどりの条例」に基づき緑化指導を行い、公共施
設だけでなく、民間施設においても着実に緑化を進めていま
す。令和 2年度の区民・事業者への緑化指導件数は、82件
でした。

　また、緑化助成制度についても෯広く周知を行っており、
緑化指導とซせて、区民・事業者の意識啓発を進めるととも
に、周辺気温上昇の抑制等快適な都市環境の創出、災害に強
いまちづくりの推進、緑地の増加と緑被率の向上を目指して
います。

●　区立施設における新たな緑化
　公共施設等の緑化にあたっては、率先して質の高い緑を充
実していくこととしています。
　積極的な緑化により、環境教育等に役立てるとともに、建
物周辺の気温上昇の抑制を図っています。
　学校をはじめとする区立施設では、引き続き、改築・改修
等に合わせて屋上・น面緑化を含む緑豊かな施設整備を推進
していきます。

　東京 2020 オリンピック・パラリンピックڝ技大会に向けて、
豊洲六丁目第二公園を区民のみなさんと一緒に花や緑できれい
に࠼る取組みを行っています。地域コミュニティのৢ成と東京
2020 大会への気運ৢ成を図ることが目的です。講座では、植栽
デβインやガーデニングを学び、قઅごとのテーマを決めて花ஃ
づくりを行っています。また、公園内のプランターの植替えを行
うイベントも実施し、こどもから大人までたくさんの方に楽しん
でいただきました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　江東区に๚れる方々を花と緑でおもてなしします！　　　　　

イベントの様子

ཧ課　CI( ਪਐ係

区立施設における緑化：豊洲西小学校

Ֆͱの͓もてな͠Ψーσχング講座・イベント

区民・事業者による緑化

Pick up 
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柱２ 資源循環型地域社会の形成
2－1　ごみ減量と有効活用の推進

＜ごみ減量と資源化率の向上＞

№ 管理指標 単位
基準値 実績値 目標値

数値 年度 令和元年度 令和２年度 令和６年度

16 区民１人当たり１日の資源・ごみ量 ｇ／人 639 H30 639
〔H30〕

642
〔R1〕 591

17 区民１人当たり１日のごみ量 ｇ／人 467 H30 467
〔H30〕

471
〔R1〕 428

18 資源化率 ％ 27.3 H30 27.3
〔H30〕

27.0
〔R1〕 28

*〔〕内の年度の実績を集計しています。

●　区民 1人当たり 1日の資源・ごみ量の削減
　令和元年度の区民１人当たり１日の資源・ごみ量の実績は 642H� 人で、前年度より３H� 人増加となり
ました。
　また、区民 1人当たり 1日のごみ量の実績は、471H� 人で、前年度より４H� 人増加となりました。平
成 27年４月から燃やさないごみの資源化事業を開始し、ごみ量に算定しないことにより、減少傾向にあ
りましたが、令和元年度は増加しました。
　ごみ量を削減するには、区民 1人ひとりがごみを出さないライフスタイルを成し、出す場合には正し
く分別することが最も効果的です。本区では、資源とごみの正しい分別を継続的に啓発し、ごみ量の削減
と資源化に取り組みます。また、アプリ等を活用したए年層や外国人住民の方に対する情報発信を推進し
ます。

区民１人当たり１日の資源・ごみ量と
区民１人当たり１日のごみ量の推移

「区が目指すべき 10年後の姿」
　すべての区民・事業者が、５R（リフューズ・リデュース・リϢース・リペア・リサイクル）の取り組み
を実践することで、ごみの発生と排出が抑制され、環境負荷の少ない持続可能な循環型社会を実現します。

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

区民 1人当たり 1日の資源・ごみ量 666g 652g 639g 642g

区民 1人当たり 1日のごみ量 483g 476g 467g 471g

資源化率 27.9% 27.4% 27.3% 27.0%

＊資源化率の算出方法→ 37 ページ参照

資源化率の推移

単位：％単位：ｇ
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●　取り扱いごみ量の推移
　区民 1人当たりのごみ量は、区民・事業者のごみ減量・資源の有効利用への意識の高まりなどから減少
傾向にありましたが、令和元年度末からの新型コロナウイルスの感染拡大に対する外出自ॗ等により、家
庭ごみが増加したことに伴いඍ増しました。
　また、区全体のごみ量は平成元年をピークに減少していましたが、人口増加などの影響から近年は横ば
い傾向となっています。区民・事業者の皆様に、より一層の排出抑制への協力を求めていきます。

＊ 持込ごみについては、江東区清掃事務所での受付量であり、区内の発生量と必ずしも一致しない場合があります。

●　家庭ごみの組成
　令和 2年度の区の家庭ごみの組成調査では、燃やすごみの約 42％を生ごみが占め、約 18％を資源（ݹ紙・
びん・缶・ペットボトル・容器แ装プラスチック・発๐スチロール等）が占めています。
　生ごみの量は、「༨分なものはങわない・作らない」「食べ残しをしない」、また、水分が多いので「捨て
る前に水分をしっかり切る」などの心がけによって、減らすことが出来ます。
　また、ݹ紙・びん・缶・ペットボトル・容器แ装プラスチック・発๐スチロールなどを正しく分別することで、
燃やすごみとして排出されているごみを減量し資源化することが可能になります。
　一方、燃やさないごみとして排出されるごみの中には、燃やすごみが約 15�、資源が約 4�ࠞ入してい
ます。ごみの減量のため、ごみの正しい分別方法についてのより一層の啓発に取り組んでいきます。

単位：ｔ

平成元年 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度

燃やすごみ 108,985 85,968 86,061 85,376 86,533 88,538

燃やさないごみ＊1 38,482 - - - - -

粗大ごみ 4,093 3,301 3,232 3,112 3,365 3,568

管路ごみ 0 1,888 1,885 1,839 1,668 1,131

持込ごみ 64,127 1,375 2,020 1,409 1,545 1,353

合計＊2 215,687 92,532 93,198 91,737 93,110 94,590
　　　　　　　　　　　　　　　　＊ 1「燃やさないごみ」は、平成 28年度から資源として回収を行っています。資源回収量については P38を参র
　　　　　　　　　　　　　　　　＊ 2端数処理の関係で、合計値が一致しない場合があります。

HHHH
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●　生ごみ減量推進事業　重点事業
　燃やすごみの 3～ 4割を占める生ごみを区民が各家庭で減量に取り組むことでごみ全体の減量化を図り
ます。
　平成 24年度～ 26年度まで公募モニターに生ごみ減量資器材を配布して減量の効果を検証、平成 27年
度から本格実施を開始しました。
　令和２年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、説明会を開催することが出来ず、比較的؆
୯に取り組むことができるキエーロ、EMぼかし、段ボールコンポストの３資器材の募集を行い、89世帯
が取り組みました。取り組み世帯は減少しましたが、以前より継続して取り組んでいる方もいることから、
燃やすごみの減量効果は着実に進展しています。今後も区報やホームページなどを積極的に活用し、資器
材を利用した生ごみ減量を推進していきます。

家庭ごみの組成　（令和２年度：江東区）

＜方式別生ごみ＞

種　別
取り組み世帯数（延べ世帯数）

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度

森のしくみ 21　（134） 24　（158） 30　（188） ―　（188）

キエーロ 35　（190） 29　（219） 39　（258） 26　（284）

EMぼかし 47　（285） 24　（309） 25　（334） 40　（374）

段ボールコンポスト 34　（181） 20　（201） 29　（230） 23　（253）

合　計 137　（790） 97　（887） 123　（1010） 89　（1099）

森のしくみ キエーロ EM ぼかし 段ボールコンポスト

資器材種類

【堆肥化型】積極的に堆肥をつくるタイプ【消滅型】堆肥を増やさず、バクテリアの力を使って、
　　　　  生ごみを分解・消滅させるタイプ
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●　ごみ処理の流れ
　区が収集しているごみ処理の流れは、次のようになります。

ˑ『５̧とは、ごみを減らすための̧で始まる５つの行動』
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●　資源化
　区内で排出されるごみの資源化率について、令和 6年度に 28.0％を目標に掲げて取り組んでいます。令
和元年度は 27.0％で、前年度と比べて̌.3％減少しました。
　本区の「資源化率」は、区内の「資源化量」を、「『区収集ごみ量』と『資源化量』から『収集後資源化量 Ģ江
東区分 Ĥ＊』を引いたもの」の合計値で割ることで求められます。

　ˎ�収集ࢿޙ源Խྔ�Ģ 江東区 Ĥ　：
　　ʮ東京ೋेࡾ区清一෦ࣄ߹」施ઃ（ෆ೩͝みॲཧηンλー）のࢿ源Խྔの͏ͪ、江東区相のਪྔܭ

　「資源化量」は、ि 1回の「集積所回収量」、区内協力店や区施設に複数設置される拠点からの「拠点回収量」、
区内団体が実施する「集団回収量」、中継所で粗大ごみの中から小型家電を分別し資源化する「粗大ごみピッ
クアップ回収」による回収量、燃やさないごみ量と、「収集後資源化量 Ģ江東区分 Ĥ」を合計したものです。
　今後、資源化率の向上を目指して、情報発信等を通じ、区民のごみの分別意識向上を図っていきます。

エコミラ江東
　江東区内の家庭から回収された、使用ࡁみ食品ト
レイなどの発๐スチロールを再資源化する施設です。
ന৭と৭つきのものに分別し、プラスチックの原料
となる粒状の「ペレット」や板状の「インΰット」
に資源化しています。これらは、食品トレイやプラ
スチック製品の原料として活用されています。

エコミラ江東の外観

発泡トレイ・発泡スチロール：328.3t

・所在地　：江東区潮見 1-29-7
・施設稼働：平成 22 年 4 月

施設概要

令和 2 年度　ॲཧ実績

●　区内のリサイクル施設
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●　江東区の資源回収量
　区では、ि 1回集積所で「新ฉ・ࡶ�ࢽࡶがみ・段ボール」、「びん・缶・ペットボトル」及び「容器แ装プ
ラスチック」と「発๐トレイ・発๐スチロール」の回収を行っています。
については、平成「電池ס・光管ܬ」　 28年̕月より燃やさないごみの日に集積所回収をしています。

江東۠ ࢿ源ճऩྔ（ूੵॴճऩ）のਪҠ

江東区の資源回収量（集積所回収）の推移 単位：ｔ
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度

発泡トレイ・発泡スチロール 195 195 195 203 244
容器包装プラスチック 2,114 2,170 2,316 2,237 2,395
段ボール 2,320 2,379 2,565 2,800 3,366
雑誌・雑がみ 1,650 1,686 1,705 1,893 1,844
新聞 1,400 1,315 1,217 1,214 1,018
ペットボトル 1,994 2,058 2,225 2,269 2,448
缶 1,029 1,026 1,048 1,074 1,191
びん 4,522 4,456 4,458 4,468 4,985
蛍光管 31 52 47 41 37
乾電池 41 75 70 72 72
合計 15,296 15,414 15,846 16,271 17,600

＊端数処理の関係で、合計値が一致しない場合があります。

江東区の資源全回収量の推移 単位：ｔ
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度

集積所回収 15,296 15,414 15,846 16,271 17,600

拠
点
回
収

古着・古布回収 84 87 89 97 79
ペットボトル - - - - -
乾電池 10 - - - -
蛍光管 7 - - - -
小型家電 3 5 5 2 4

集団回収 14,486 13,670 13,077 12,341 11,890
粗大ごみピックアップ 373 406 417 436 371
不燃ごみ 2,826 2,754 2,625 2,848 3,229
その他 824 692 521 624 647
資源化合計 33,909 33,027 32,581 32,620 33,820

＊端数処理の関係で、合計値が一致しない場合があります。

RR1HH
H
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●　古着・古布の回収　重点事業
　区民からݹ着・ݹ布を回収し、国内外で回収物を再利用（リϢース）しています。また、再利用できな
いものは、工業用ۊࡶ（ウエス）への加工や、໖やフェルトの原料になります。
　回収方法は、従来の清掃事務所内での常設回収（日༵・年末年始を除く毎日）及びその他の区施設等で
の巡回回収（月 1回）に加え、令和２年１２月よりແҹ良品東京有明での常設回収を開始しました。
　令和２年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、４月から６月まで回収を行うことができず、
目標回収量は達成となりませんでしたが、７月から回収を再開して以降は、例年と同様に回収量は安定し
ており、回収を行うことができなかった３か月を除く、月平均回収量は令和元年度を上回りました。これ
は区民の継続的な 5Rの取り組みによるものと評価できます。

<回収できるもの>
　衣類全般（スーツ、着物、タオル、シーツ等）
　※洗濯したものに限る

<回収できないもの>
　布団、座布団、ゴム・ビニール製品
　汚れ・破損がひどいもの

※　回収可能品目は年度毎に変わる場合があります。

●　フードドライブの実施
　区民から、家庭で消අしきれなかった未利用食品を回収し、フードバンク団体等を通じて食品を必要と
しているࢱ団体や施設などに提供しています。
　令和元年度までは、環境フェアや江東区民まつり中央まつりのイベントや期間を定めて清掃リサイクル
՝の窓口で回収を行っていましたが、令和２年 12月よりແҹ良品東京有明、令和３年１月より清掃リサ
イクル՝窓口での常設回収を開始しました。（令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響によりイベン
トでの回収はなし）

フードドライブ回収実績（令和２年度）
回収場所 回収量

・清掃リサイクル課窓口
・無印良品東京有明 366kg

回収した未利用食品

　食品ロス削減の取り組みの一つとして、区内の飲食店で、食べ残
しなどの食品ロスを削減し、生ごみ減量の取り組みをしている、ま
たはこれから取り組もうとする店舗を応援するために令和元年度か
ら「江東区食べきり協力店」の募集をはじめました。　　　　　　
　登録された店舗は、ホームページや清掃リサイクル՝フェイス
ブック「ͽかっと食べきり江東５Rひろば」などで紹介することに
より、協力店の活動を応援し、食品ロス削減の輪を広めていきます。
　令和 2年度は、20店舗の登録があり、累計 36店舗になりました。

協力店はこのステッカーが目印です

ਗ਼Ϧαイクϧ課 ਗ਼Ϧαイクϧ係 江東۠৯͖り協ྗళの登録

Pick up 
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●　資源の流れ
　　区が回収している資源の流れは、次のようになります。
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●　資源回収拠点の設置
　　区施設に回収拠点を設置し、小型家電、インクカートリッジの回収をしています。
　�　小型家電は品目ごとに分別した後、再資源化業者に引き渡し、インクカートリッジは「インクカートリッ
ジ里帰りプロジェクト」で再資源化等により再利用しています。

使用済みインクカートリッジ回収実績（令和２年度）
区施設回収場所 回収量 回収対象

・江東区役所２階（２か所）
・総合区民センター２階
・えこっくる江東２階

169kg ｢インクカートリッジ里帰りプロジェクト｣ の参加企業である、
ブラザー、キャノン、エプソン、日本ＨＰ の純正カートリッジ

●　集団回収支援
　�　「集団回収」とは町会・自治会などの団体が、地域で自主的に行う資源回収のことです。区では、集団回
収を行う団体に対して支援（報奨金の支給など）を実施しています。

●　粗大ごみピックアップ回収
　�　家庭から排出された粗大ごみの中から小型家電リサイクル法の対象と
なる家電製品をピックアップし、再資源化事業者へ引き渡し、資源化し
ています。
　�　例：電子レンジ、掃除機、扇風機、ドライヤーなど

●　不燃ごみ資源化
　�　平成 27年 4月から不燃ごみ資源化事業を実施しています。家庭から排出された不燃ごみを委託事業者
にてスプレー缶等の危険物を取り除いたのちに破砕・選別し、鉄・アルミ等の金属を資源化し、その他の
不燃ごみは固形燃料の原料として再生利用しています。
　�　不燃ごみの全量資源化は、最終処分場の延命化に寄与しています。

●　リサイクル推進員の活動とリサイクル講座の実施
　�　「リサイクル推進員」は、区民と行政による協働で、地域での資源とごみの適正排出やごみ減量・リサイ
クルの促進を呼びかけるボランティアです。平成 25年度までは、区民公募により推進員として活動して
いただいていましたが、平成 26年度からは、区民の皆様にごみ減量・リサイクルの基礎知識を学んでい
ただく「リサイクル講座」を開講し、受講者の中から希望する方に推進員として活動していただいています。
　�　リサイクル推進員の主な活動内容は、集積所における排出状況の調査と報告、適正分別協力の呼びかけ
や普及啓発チラシの配布等ですが、区のイベントにおける啓発活動等にも協力していただいています。
　�　令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、リサイクル推進員の方にご協力いただく予定だっ
たイベントが中止となり、リサイクル講座も実施することができませんでした。

集団回収実績（令和２年度）� （単位：t）
集団回収実施団体 回収品目 回収量

729 団体

紙類 11,341
布 　19
缶 　528
びん 　　2
その他 　　0
合計 11,890

＊数ॲ理の関で、合計値が一致しない場合があります。
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●　出張勉強会
　�　資源・ごみの分別の周知や徹底を図るため、町会・自治会・ご近所同士のグループ等の団体や集団回収
の実施団体等から希望があった場合、出張勉強会を行っています。希望する団体に職員が出張し、資源や
ごみの分け方・出し方について説明を行い、日頃の資源・ごみに関する疑問を解消していただいています。
　�　令和２年度の実績は、希望する団体がなく出張勉強会を行いませんでした。

＜事業系廃棄物の再利用率の向上＞

●　大規模建築物事業者への啓発活動
　�　清掃事務所では、大規模建築物事業者を対象とした啓発活動等を進めています。

　大規模建築物の建設に際し、廃棄物保管場所の指導を行うほか、ごみの減量・リサイクルに協力する
よう指導助言を行い、大規模建築物から排出される事業系廃棄物の減量を推進します。

№ 管理指標 単位
基準値 実績値 目標値

数値 年度 令和元年度 令和２年度 令和６年度

19 大規模建築物事業者による事業系廃棄物の再利用率 ％ 71.4 H30 71.4
〔H30〕

71.7
〔R1〕 73.4

*〔〕内の年度の実績を集計しています。

事業系廃棄物の再利用率向上に向けた取り組み

再利用計画書の提出
3,000㎡以上の延べ床面積をもつ事業所に対して、再利用計画書の提出を義務付けています
再利用計画書は、事業所の廃棄物収集運搬業者や、リサイクルの状況について記載されて
います

廃棄物管理責任者
の設置

1,000㎡以上の延べ床面積をもつ事業所につき 1名の廃棄物管理責任者を置くことを義務付
けています
3,000㎡以上の延べ床面積をもつ事業所の廃棄物管理責任者には、清掃事務所で実施する廃
棄物管理者講習会への参加を義務付け、社内でのごみの減量の啓発を行ってもらいます

立入り調査の実施
1,000㎡以上の延べ床面積をもつ事業所に対して、立入り調査を行っています
立入り調査では、再利用計画書に記載された処理業者の確認や、再利用状況の確認及び評
価を行っています

䠄ᖺᗘ䠅

大規模建築物事業者による事業系廃棄物の再利用率
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Pick up 

柱３ 自然との共生 

3 － 1　生物多様性の保全

＜ポケットエコスペース＞

●　ポケットエコスペース整備・維持   重点事業
　�　ポケットエコスペースとは、一般に「ビオトープ」と呼ばれる自然生態系の回復を目的とした施設で、
本区では昭和 63年に実験池をつくり、その後小規模な「ポケットエコスペース」を小学校や公園等に整
備しています。ここではさまざまな生物の回帰が観察され、こどもをはじめとする区民の環境学習の場と
しての活用など、その波及効果が期待されており、その管理は小学校、幼稚園の教諭や児童等のほか、ボ
ランティア団体が行っています。

「区が目指すべき 10年後の姿」
　人工的に造成された土地と豊かな水辺をもつ江東区に、さまざまな生物が生息できる空間がつくられ
ています。そして、生物多様性について知り、考え、行動する人の輪が広がって、人と多様な生物が共
生しています。

№ 管理指標 単位
基準値 実績値 目標値

数値 年度 令和元年度 令和２年度 令和６年度

⑳ ポケットエコスペース設置数 箇所 53 H30 53 53 ―
＊番号が○印で囲まれた管理指標の実績はྦྷ計

ポケットエコスペース整備実績

54

52

50

48

46

44

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2
42

（年度）

（箇所）

新࠭のͧみ公園ポέットエコスϖース

施設保全課
ポケットエコスペースって何？

　江東区で用いられている造語であり、1箇所あたりの面積
が比較的小さいビオトープをポケットエコスペース（Poket・
Eco・Space）と呼んでいます。　　　　　　　　　　　　　
　ここでは、多様な生物が生息できる環境として、小さな池を
中心に草地、生垣、樹木などを組み合わせた空間を造成し、そ
の場所ごとに生息する植物、トンボやカエルなど多くの生き物
のモニタリングを行っています。　　　　　　　　　　　　　
　区では、これらの活動を支援し、通常の公園地とは異なる環
境管理を進めることによって、都市の中における人と多様な生
物の共生できる自然空間の創出を目指しています。　　　　　
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＜ボランティア活動支援＞

№ 管理指標 単位
基準値 実績値 目標値

数値 年度 令和元年度 令和２年度 令和６年度

21 みどりのボランティア数 人 1,212 H30 1,375 1,555 ―

●　みどりのボランティア活動支援   重点事業
　�　区民が緑化推進や自然回復を図るためボランティア組織を結成し活動する場合に、区が活動資材提供な
どの支援を行っています。「コミュニティガーデン」は、区立公園などの公共緑地で草花を育てることによ
り、景観の向上を図るとともに、参加者同士の交流を深めることも目的とし、令和 3年３月現在、54団
体約 1,400 人が活動しています。
　�　また、横十間川親水公園には田んぼがあり、毎年、小学生のいる家族を対象に参加者を募集し「田んぼ
の学校」を開催しています。
　�　他にも「ポケットエコスペース」活動や、ポケットエコスペースの管理活動、自然観察など身近な自然
やボランティア活動への関心を高めることを目的とした「ネイチャー・フェスタ！Koto」を開講しています。

みどりのボランティア数

1600

1400

1200

1000

800

600

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

400

200

0

（人）

（年度）

無ༀ・手作業によるੲながらのおถͮくりコミϡニテΟΨーσン活ಈ
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●　水鳥生息調査
　�　区内の水鳥生息状況調査を、長期的な水環境の状況や水辺の生態系を把握するため、毎年実施しています。

　�　令和２年度の調査では、５地点の合計で６目 7科 20種、年間総個体数 2,126 個体を確認しました。
　�　確認された種の分類群は、カモ目（カモ科７種）、カイツブリ目（カイツブリ科 2種）、カツオドリ目（ウ
科１種）、ペリカン目（サギ科５種）、ツル目（クイナ科１種）、チドリ目（チドリ科 1種、カモメ科３種）
でした。
　�　観察個体数の多かった種は、順にカワウ、スズガモ、キンクロハジロ、オオバン、ウミネコ、カルガモ
となりました

令和 2年度調査概要

頻度 調査地点 調査対象及び調査方法

年 5回

①旧中川（都立亀戸中央公園）
②都立猿江恩賜公園
③仙台堀川公園・横十間川親水公園
④荒川（都立新木場緑道公園）
⑤豊洲運河

・水辺で見られる鳥とし、次の鳥類を対象とする。
カモ目、カイツブリ目、カツオドリ目、ペリカン目、ツル目、
チドリ目

・ラインセンサス法または定点センサス法により、種ごとに個体
数を計数

カϫ

スズΨモ

キンクロハδロ

オオόン

ミネコ

カルΨモ
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3 － 2　公園・緑地の整備

＜CITY IN THE GREEN　公共緑化推進事業＞（再掲）   重点事業

●　公園面積（累計）
　�　令和 3年４月１日の時点で江東区内には、区立公園 171か所、区立児童遊園 95か所、都立公園 7か所、
海上公園 19か所、国営公園１か所の合計 293か所の公園・児童遊園があります。江東区内にある公園の
総面積は 509.0ha であり、23区では 2番目に多い値です。
　�　計画に基づき、老朽化した公園・児童遊園に新しい機能を盛り込んだ改修を行ったり、新たに公園を整
備するなどして、総面積について「540ha」を目指しています。
　�　これは、東京 23区の比較でも、極めて高い水準の目標設定として位置付けられます。

「区が目指すべき 10年後の姿」
　区民のみどりに対する愛着とみどりを守り育てる心が育まれ、みどりのネットワークが形成された「み
どりの中の都市（CITY IN THE GREEN）」が実現しています。

№ 管理指標 単位
基準値 実績値 目標値

数値 年度 令和元年度 令和２年度 令和６年度

㉒ 公園面積 ｈａ 438.1 H30 438.0 509.0 540

13 緑被率 （再掲） ％ 18.7 H29 18.7
〔H29〕

18.7
〔H29〕

22
〔R11〕

23 緑視率 ％ 16.3 H30 16.3
〔H30〕

16.3
〔H30〕

22
〔R11〕

14 区民、事業者による新たな緑化面積
（再掲） ㎡ 52,599 H30 51,206 50,068 ―

15 区立施設における新たな緑化面積
（再掲） ㎡ 911 H30 2,847 0 ―

「参考指標」区民１人当たり公園面積 ㎡ /人 8.51 H30 8.44 9.69 ―

＊番号が○印で囲まれた管理指標の実績はྦྷ計  
＊ʤʥ内の年度の実績を集計しています。

３

（ha）

東京 23区における公園面積（公園＋児童遊園）」の比較（令和３年４月１日時点）
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●　区立公園の改修   重点事業
　ٺ化した公園・ࣇಐ༡園に新しい機をり込Ήඋをͬߦています。改修にあたͬては、地Ҭにٻ
められていることや、自然とのڞ生などࣾ会的ཁを౿まえ、උをਐめています。令和 2 年度については、
区立公園の大規改修はྟւ公園の 1 園、小規改修は亀戸公園と浜園公園の 2 園、区立ࣇಐ༡園の大規
改修は木場二ஸ目ࣇಐ༡園の 1 園、小規改修はന河ࣇಐ༡園、ઍੴࣇಐ༡園、ࢬ川橋第ࣇ࢛ಐ༡園の
3 園の改修事を実施しました。

●　「街路樹充実計画」の推進
　水ลと緑に彩られたັ力あるまちのܗ成を目指して、平成 20 年に東京都第
五ݐ設事務所と「江東区街路थॆ実連བྷ会」を設置し、平成 22 年に「江東区
内における街路थॆ実計画」を取りまとめました。
　本計画は、২の目標値、২パターン、ॅ 民参加による維持管理のあり方、
थछબ定の考え方など、江東区内における街路थॆ実のج本的な方ੑを示
したもので、この計画にͮجき、江東区と東京都第五ݐ設事務所では街路थ
の豊かなҭ成・管理につとめ、街路थを増やす事をͬߦています。
　街路थのछྨはさま͟まで、෯員の広さやथ木の౷一感など、ݱ場݅を
考ྀしながらબ定しています。
　街路थはಓ路に緑ӄをつくるだけでなく、૽Իの؇和、ώートΞイランド
後もಓ路の緑化にめまࠓ、するためشの੍などさま͟まなޮ果を発ݱ
す。

●　公園樹・街路樹の管理に伴う「緑のリサイクル」
　緑のリサイクル事業は、公園や街路थ等から発生するႩ定ࢬをνップ化・ଯං化し、২地の土改良
材として利用することによりΰミのഉ出੍を図り、資源の地Ҭ॥環を目指す事業です。 
　リサイクルଯංは、東京湾の「ւの森」に提供することで成に立てられたほか、東京都に特घංྉ
のొをߦい（平成 21 年度）、h 水彩ଯං つちͻめʱと໊ͮけ、学校・༮ஓ園・保ҭ園・ࢱ会館・公園
で土改良材として利用しています。
　Ⴉ定ࢬはνップ化・ଯං化するҎ外にも、थ໊൘として活用するほか、作材ྉとしてイベントや༮ஓ
園などの提供もおこなͬています。

街路थॆ実事後街路थॆ実事લ
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3 － 3　水辺環境の整備

＊1　「風のಓ」ʜ市街地のۭؾのਐೖܦ路を意ຯします。ྲྀೖするۭҬがྫྷྋな場合、市街地の温度্ঢの؇和が期されます。

●　水辺・潮風の散歩道の整備   重点事業
　�　区内を縦横に走る内部河川や運河に沿い、散策路として水辺・潮風の散歩道を整備しています。沿道に
は植栽を行い、緑豊かな水辺空間を形成しています。これらは、ヒートアイランド現象を緩和する「風の道」
として寄与するとともに、身近な水辺空間となっています。
　�　今後も区では、都の工事等の状況に応じて、実施してまいります。

「区が目指すべき 10年後の姿」
　水辺の緑が整備され、ヒートアイランド現象を緩和する「風の道＊1」が確保されています。
　また、区民が豊かな水辺に誇りと親しみを感じるとともに、多様な生物とのふれあいを楽しんでいます。

水ลのࢄาಓ　（小໊木川） 潮風のࢄาಓ　（ࣚ見ӡ河）

木場二ஸ目ࣇಐ༡園

河川公園課　工事係 公園・児童遊園の改修工事

Pick up 

　木場二丁目児童遊園内には、南北の背の高い樹木により緑陰
があります。これによって、本園は区民の憩いの場となってい
ます。平久川水辺の散歩道へも直接出入りが可能です。　　　
　今回の改修工事では、樹高15ｍ程に育った3本のラクウショ
ウを残しつつ、砂場、ジャングルジム、ベンチ等を整備し、園
内全体に植栽を追加しました。また、樹木の支柱には、都内の
多摩産材を使用しています。資材を地産地消とすることにより、
輸送に伴う二酸化炭素の排出量を抑え、地球温暖化の防止にも
寄与しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

№ 管理指標 単位
基準値 実績値 目標値

数値 年度 令和元年度 令和２年度 令和６年度

㉔ 水辺・潮風の散歩道整備率 *2 ％ 57.61 H30 59.25 59.77 61.43
＊2　水ลのࢄาಓʜ河川の؛ޢを緑化して河川ฒ木をඋし、༡าಓとして開์します。
　　 潮風のࢄาಓʜӡ河の؛ޢの্部をඋし、༡าಓとして開์します。
＊　 番号が○印で囲まれた管理指標の実績はྦྷ計
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柱４ 環境に配慮した快適なまちづくりの推進

4 － 1　低炭素まちづくりの推進

「区が目指すべき 10年後の姿」
　地域の再生可能エネルギーや未利用エネルギーが有効活用されるとともに、環境負荷の少ない低炭素
で快適なまちやライフスタイルが形成されています。

●　低炭素まちづくりの推進   重点事業

　�　区の「低炭素まちづくり計画」である「豊洲グリーン・エコアイランド構想」に基づき、事業者
等との連携・協働により、環境に配慮したまちづくりの実現を目指します。

豊洲グリーン・エコアイランド構想の推進
　�　豊洲地区（豊洲五丁目の一部及び豊洲六丁目全域）では、民間事業者による大規模開発などが進め
られています。

　�　区では、区民の環境意識の高まりや環境施策への取り組みの社会的要請、災害への対応、豊洲地区
の新たなイメージの確立など社会的背景を受け、官民が連携・協働して、環境に最大限配慮したまち
づくりの実現を目指すため、平成 23年 6月に「豊洲グリーン・エコアイランド構想」を策定しました。

　�　その後、平成 24年 12月「都市の低炭素化の促進に関する法律」※1 の施行を受け、法律が区市町
村に策定を求める「低炭素まちづくり計画」※2 として、平成 25年 10月に同構想を改定し、法定計
画となりました。

　�　豊洲地区ではこれまで、屋上緑化や雨水利用、分散型エネルギーシステムの導入、コミュニティサ
イクルの導入などを実施してきました。今後も構想の実現に向けた取り組みを継続していきます。

˞ 1 都市のૉ化のଅਐに関する๏
ˠ都市のૉ化のଅਐに関するج本的な方を定めるとともに、区市ொଜにおけるૉまちͮくり計画の作成及びこれに

。く特別のા置等をଅਐすることにより、都市のૉ化を図る๏ͮج

˞ 2 ૉまちͮくり計画
ˠ都市のૉ化にけた取り組みを後ԡしし、また、民間資をଅਐするため、区市ொଜが目指す۩体的な取り組みを示す

計画。
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●　コミュニティサイクル
　�　コミュニティサイクルは、一定の区域内に複数設置され
たサイクルポート ( 専用駐輪場 ) で自由に貸出・返却する
ことが可能な自転車共同利用のしくみです。従来のレンタ
サイクルとは異なり、借りた場所と違う場所でも返せるこ
とや短時間での利用を前提とした料金設定等により、移動
利便性やまちの回遊性を向上させます。
　�　また、自動車利用からの転換を促すことで、乗り物から
のCO2 排出を減らすことができます。

　�　「豊洲グリーン・エコアイランド構想」に掲げる「環境
と人にやさしいエコモビリティの導入」の実現に向け、平
成 24年 11月から令和２年３月にかけて「江東区臨海部
コミュニティサイクル実証実験」を実施しました。
　�　サイクルポートの充実や、より広域での利用を可能とする他区との相互乗り入れ等により一層の利便性
向上を図り、令和２年４月からは「江東区コミュニティサイクル」として本格実施しています。
　�　区内では、147 ポートに合計 1,650 台の自転車を配置（令和３年３月末時点）し、住民のみならず就
業者や観光客等さまざまな方に利用されています。

電ಈΞシスト付自సं

東Ӣ水ล公園ポート パレットタンધ場ポート
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4 － 2　景観・美観の向上

＜魅力ある景観の形成＞　

№ 管理指標 単位
基準値 実績値 目標値

数値 年度 令和元年度 令和２年度 令和６年度

25 江東区のまち並みが美しいと
思う区民の割合 ％ 52.4 H30 50.1 54.7 60

●　都市景観形成促進事業
　�　区は、平成 20年度に景観法に基づく、景観行政団体となり、良好な景観形成を促進するため「江東区
景観計画」を策定、また「江東区都市景観条例」を景観法に基づく条例に改正し、美しい都市景観の形成
に積極的に取り組んでいます。
　�　平成 25年度には景観計画を改定し、新たな景観重点地区を追加、平成 26年度には集合住宅に対する
新しい景観形成基準を追加しました。
　�　この条例や景観計画に基づき、一定規模以上の建築物の建築や工作物を設置する場合（ただし、重点地
区内では建築物は規模に関わらず届出が必要）などには、建築確認等に先立ち、景観計画を事前に届け出
ていただくことになります。建築物等の設計にあたって、まちなみを意識した景観への配慮の検討を十分
に行っていただいております。

●　違反屋外広告物除却事業
　�　良好な景観の形成及び風致の維持、公衆への危険防止を目的として、道路等に違法に掲出されたはり紙
の除却を、日常のパトロールに加え、業務委託の活用やボランティア団体の協力により実施しています。
　�　令和２年度は、28,522 枚のはり紙を除却しました。

「区が目指すべき 10年後の姿」
　区固有の歴史的・文化的な景観の保全が図られ、計画的な都市形成による景観との調和が保たれると
ともに、快適な生活環境が守られています。

আ٫後আ٫લ



52

＜環境美化対策＞

●　江東区アダプトプログラム（こうとうまち美化応援隊）の推進   重点事業
　�　「アダプト」とは、「養子にする」という英語です。「江東区アダプトプログラム」は、区民等で組織され
た団体が区道、区立公園等の一定の地域を養子に見立て、里親が我が子を想うような愛情を持って定期的
に清掃するボランティア活動を、区が支援する制度です。支援の内容は、清掃用具の貸与やごみ袋の提供、
区ホームページを利用した活動団体の紹介などです。
　�　平成 27年度からは、より多くの方が参加できるよう、新たに年数回程度の活動でも参加できる「わが
まち江東 ･私もアダプト」をスタートしました。更に平成 28年度には、愛称「こうとうまち美化応援隊」
を決定し、令和 2年度の登録者数は、既に目標値を上回りました。今後は、登録者数の増加とともに、団
体数においても令和 6年度目標の達成を目指します。

●　一斉清掃（みんなでまちをきれいにする運動）
　�　まちの美化活動の一環として、区民や事業者の皆様と協力し、道路や公園などを一斉に清掃する「みん
なでまちをきれいにする運動」を、春と秋に実施しています。参加者は、ごみ・空き缶などの収集を行い、
区は、清掃用具等の提供、収集されたごみを運搬いたします。
　�　令和 2年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、春・秋の実施を中止としました。

№ 管理指標 単位
基準値 実績値 目標値

数値 年度 令和元年度 令和２年度 令和６年度

26 アダプトプログラム
登録団体数 団体 162 H30 189 205 210

登録者数 人 3,513 H30 4,074 4,223 3,933

27 一斉清掃
参加団体数 団体 564 H30 556 実施中止 572

参加者数 人 36,013 H30 33,623 実施中止 38,655

【アダプトプログラムの令和 2 年度実績】
アダプトプログラム 活動頻度 令和 2年度末登録団体数

わがまち江東きれいに活動 週 1回程度 56 団体
計 205 団体
（4,223 人）わがまち江東・月いちアダプト 月 1回程度 106 団体

わがまち江東・私もアダプト 年数回程度 43 団体

環境保全課　環境美化係 歩行喫煙等の防止

Pick up 

　区では、平成 21年７月１日に「江東区歩行喫煙等の防止に関す
る条例」を施行しました。これにより、以前から禁止していたポイ
捨てに加え、歩きタバコ（自転車等による移動中を含む）も区内全
域で禁止となりました。条例の周知のため、区内約 1,000 カ所に路
面表示シートや看板の設置、歩行喫煙等禁止パトロール指導員によ
る条例違反者への注意・指導を行っています。　　　　　　　　　�������
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●　荒川クリーンエイド事業
　�　NPO法人荒川クリーンエイドフォーラム主催によ
る荒川の一斉清掃活動を実施しています。荒川のご
みを調べながら拾うことを通じて、自然環境の回復
と荒川に集い思いを寄せる人々の交流を目的として、
平成６年から活動が始まりました。
　�　市民団体をはじめ地元自治体や小中学校他、多く
の企業が社会貢献活動として参加しており、それぞ
れの団体が実施会場を持ち、参加者を募ってクリー
ンエイド（ごみ拾いとごみ調査）を実施しています。

＜放置自転車対策＞

●　自転車駐車場の整備   重点事業
　�　区内の鉄道駅周辺に自転車駐車場を整備します。自転車駐車場の整備は、自転車利用を促進し自家用車
からのCO2 排出量削減に貢献するとともに、放置自転車の減少によるまちの美化にもつながります。

●　放置自転車の撤去
　�　鉄道駅周辺の 21箇所を自転車放置禁止区域に指定し、
放置自転車の撤去をしています。
　�　また、放置禁止区域外においても、区民の方から連絡
を受けて自転車の撤去を行っています。他にも、放置が
多く見られる場所へは定期的に巡回を行い、繰り返し警
告札の貼り付けと撤去をすることで放置自転車の解消へ
取り組んでいます。令和 2年度は 7,404 台の自転車・
原動機付自転車を撤去しました。
　�　さらに、駅周辺に設置された放置禁止区域の告知看板
の維持・管理等の啓発事業を推進し、事業者等と連携を
図り、放置自転車に関する PR活動も行っています。

№ 管理指標 単位
基準値 実績値 目標値

数値 年度 令和元年度 令和２年度 令和６年度

28 駅周辺の放置自転車数 * 台 1,084 H30 895 744 1,000

㉙ 区内自転車駐車場の駐車可能台数 台 22,599 H30 22,317 22,731 23,000

＊ຖ年 10 月の͏ち、意の 1 日（ఱの平日）に実施されるӺपลの์置自సं等の数ௐࠪ結果より

令和２年度 荒川クリーンエイドの様子

์置自సंఫڈ活ಈの様子
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柱５ 安全・安心な生活環境の確保

５－１　大気環境汚染防止対策の推進

＜大気監視指導＞   重点事業

＊１　二ࢎ化ૉは年間 98ˋ値˞の３ہ平ۉ値
＊２　ු༡ཻ子ঢ়࣭は年間２ˋআ外値˞の３ہ平ۉ値
＊３　二ࢎ化ེԫは年間２ˋআ外値˞（東陽ہのみでଌ定）
＊̐　光化学スモッグのݪҼ࣭である光化学オキシμントについては、光化学スモッグ意報の発令日数を管理指標の୯Ґ

とする。

˞　年間 98ˋ値、年間２ˋআ外値
　　１年間のଌ定を௨͡てಘられた１日平ۉ値の͏ち、い方から数えて 98ˋ目に当たる値が年間 98ˋ値、高い方から数え

て２ˋのൣ囲にあるଌ定値をআ外した後の࠷高値が年間２ˋআ外値。

●　大気監視指導
　�　区内３地点（東陽・亀戸・豊洲）に、一般環境大気測定局を設置して、常時、大気中の汚染物質を測定
しています。令和２年度の測定結果は、二酸化窒素（NO2）、浮遊粒子状物質（SPM）が目標値を達成し、
年平均値は緩やかな減少傾向にあります。その一方で、光化学オキシダント（OX）は、光化学スモッグ注
意報の発令日数が２日あり、目標達成に至りませんでした。区民一人ひとりが健康で安心して暮らせる生
活環境実現のため、今後も環境調査を継続し、結果を公表します。また、事業者や区民へアイドリング・
ストップの啓発などを行い、大気環境の改善を目指します。

●　アスベスト（石綿）対策
　�　年１回、アスベストによる大気汚染の状況を把握するための調査を実施するとともに、飛散防止のため
に建築物の解体工事等の際に事業者に届出を求めるほか、電話相談の実施や除去工事等に対する融資あっ
せん制度の運営等、総合的な対策を講じています。

「区が目指すべき 10年後の姿」
　区民・事業者・区が大気汚染防止を意識した共通の目標を持ち、互いに連携・協力しながら、きれい
な空気を共有できる快適な生活環境を実現しています。

№ 管理指標 単位
基準値 実績値 目標値

数値 年度 令和元年度 令和２年度 令和６年度

30 二酸化窒素（NO2）＊ 1 ppm 0.043 H30 0.038 0.041 0.06 以下

31 浮遊粒子状物質（SPM）＊2 mg/㎥ 0.043 H30 0.043 0.041 0.1 以下

32 二酸化硫黄（SO2）＊ 3 ppm 0.004 H30 0.004 0.002 0.04 以下

33 光化学オキシダント（Ox）＊4 発令日数 2 H30 1 2 0
QQN　ʹ　QBSUT QFS NJMMJPO　：　ඍ量にؚまれる࣭のׂ合を表す୯Ґで、100 ສ分の１を意ຯする。

一般環境のアスベスト調査
調査地点

（一般環境大気測定局付近の３地点）
令和２年度調査結果（３日間平均）

総繊維数濃度 備　考

東陽（区庁舎） 0.110 本 /L ・調査方法は、環境省「アスベストモニ
タリングマニュアル（第 4.1 版）」に基
づく

・一般環境のアスベスト濃度に環境基準
はありません

亀戸（亀戸図書館） 0.056 本 /L 

豊洲（深川第五中学校） 0.070 本 /L 
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　�　ＷＨＯ（世界保健機関）によると、世界の都市部の一般環境のアスベスト濃度は 1～ 10本／Ｌ程度で、
この程度であれば健康リスクは検出できないほど低いとされています。本区の調査結果はこの数値を大き
く下回っており、問題となる濃度ではないものと考えられます。

アスベスト含有建築物の解体等工事
　�　吹き付け材や保温材等にアスベストが使用されている建築物や工作物を解体・改修する際に、大気中に
アスベストが飛散するおそれがあります。
　�　解体等工事を行う建築物や工作物でアスベストの使用が確認された場合には、アスベスト関連法令を遵
守し、周辺環境へのアスベスト飛散防止を図るように、施工者を指導しています。
　�　また、解体等工事の着工前には、近隣住民へ工事内容を十分説明し、理解を得るようにも求めています。
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Ξスベストଌ定の様子

環境保全課　調査係 一般大気中アスベストの調査

Pick up 

　かつてアスベストは、耐火・断熱・防音などの目的で建築材
料として大量に使用されてきました。アスベストの繊維はきわ
めて細いため、吸入されやすい特徴があります。飛散したアス
ベスト繊維を吸入すると繊維は肺の中に残り、肺がんや中皮腫
などの原因になります。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　江東区では、平成 18年度から年に１回大気中のアスベスト
濃度を測定していますが問題となる濃度が検出されたことはあ
りません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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●　その他のアスベスト対策の内容

対策項目　担当　連絡先 内　　容

江東区アスベスト対策連絡会議
　　環境保全課指導係　℡ 3647-6147

区民の不安を解消し、健康と安全を確保するための緊急対策に全庁的に
取り組むため、平成 17 年から設置、年１回の開催

作業等従事者の相談窓口
　亀戸労働基準監督署（厚生労働省）
　① 安全衛生課　 ℡ 3637-8131
　② 労災課　　　 ℡ 3637-8132

① アスベストによる健康被害の防止に関する総合的な相談等
② アスベストによる健康被害の救済に関する法律に係る請求、相談等

 融資あっせん制度等 アスベストの除去工事を行う個人や中小企業等の支援を目的に、平成 17
年より融資・あっせん制度を整備

　① 中小企業向け融資あっせん
　　　経済課融資相談係　℡ 3647-2331 環境保全対策資金融資あっせんの対象とし、利子補給の特例を適用

　② マンション共用部分に関する支援
　　　住宅課住宅指導係　℡ 3647-9473

住宅金融支援機構のマンション共用部分リフォームローンの借り受けが
認められた管理組合等に対し、利子を補給

無料健康相談の実施
　城東保健相談所　　　　℡ 3637-6521
　深川保健相談所　　　　℡ 3641-1181
　深川南部保健相談所　　℡ 5632-2291
　城東南部保健相談所　　℡ 5606-5001

保健相談所でアスベストの電話相談を実施

 アスベスト含有建築物の解体等工事について
　　　　環境保全課指導係　℡ 3647-6147

大気汚染防止法・東京都環境確保条例に基づく、アスベスト使用建築物
解体工事等届出の対応

民間建築物に対する調査
　　　　建築課建築係　　　℡ 3647-9743

昭和 30 ～ 60 年代に建築された概ね 1,000㎡以上の建物について、露出さ
れた吹き付けアスベストの使用の有無を調査

区内建築物のアスベスト分析
調査費助成
　　　　環境保全課指導係　℡ 3647-6147

アスベスト含有の可能性のある吹き付け材または保温材等が使用されて
いる区内の建築物について、専門機関によるアスベスト分析調査費用を
助成

アスベスト健康被害救済制度
　　　　保健所健康推進課公害保健係
　　　　　　　　　　　　　℡ 3647-9564

アスベストによる健康被害を受けた方やそのご遺族の方で、労災補償の
対象とならない方々に対し、認定の申請や給付の請求を受付

江東区
環境学習情報館キャラクター

「すみれさん」
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●　その他の大気汚染調査・対策※

　�　管理指標項目以外にも、区内のさまざまな地点や対象について、毎年調査や対策を実施しています。

その他の大気汚染調査・対策状況

調査名 頻度 地点・対象 項目 令和２年度調査結果

交差点等
自動車排出ガス調査 年２回 区内主要交差点等延

べ 10 地点
二酸化窒素
浮遊粒子状物質

全地点において各項目の日平均
値が環境基準値を超えた日はな
かった

臨海部
二酸化窒素簡易調査 年１回

豊洲・青海・有明地
区の 10 地点
及び江東区役所

二酸化窒素 臨海地区は江東区役所よりも濃
度が高い傾向

ばい煙調査 年１回

ばい煙発生施設を有
する事業所
令和２年度は
２事業所３施設

ばいじん
硫黄酸化物
窒素酸化物
塩化水素

調査対象全施設において基準値
に適合

燃料調査 年１回 令和２年度は
区内の２事業所

工場で使用している
重油中の硫黄含有率

調査対象全事業所において基準
値に適合

光化学スモッグ対策 通年
（主に４月～９月）

・東京都環境局による区東部への注意報等の発令時には「江東区光化学スモッ
グ緊急時対策実施要綱」に基づき注意を呼びかける

・令和２年度発令日数
　　◇学校情報　５日
　　◇注意報 ２日

冬期自動車
排出ガス対策 年１回 大気中の汚染物質の濃度が高まる冬期（11 月～ 1 月）を中心に、事業者・区

民へアイドリング・ストップ等を呼びかける啓発活動を実施

化学物質の適正管理 年１回

・東京都環境確保条例は、一定量を超える適正管理化学物質を取扱う工場及び
指定作業場の設置者に、事業所ごとに当該適正管理化学物質の使用量等を把
握し、報告することを義務付け

・令和２年度届出件数
　◇適正管理化学物質の使用量等報告書　：　68 件
　（前年度に取扱う適正管理化学物質の量が 100kg 以上の者が対象）
　◇化学物質管理方法書　： ３件
　（上記報告者のうち、従業員数 21 人以上が届出の対象）

˞　大ؾ中のベンθンௐࠪは別ܝ



58

5 －２　水環境の保全の推進

＊１　BOD＝ Biochemical　Oxygen　Demand　：　生物化学的酸素要求量
＊２　DO　＝Dissolved　Oxygen　：　溶存酸素量
＊３　COD＝ Chemical　Oxygen　Demand　：　化学的酸素要求量
＊４　環境基準適合率　＝（　環境基準適合数　／　総測定数　）× 100

●　水質監視指導
　�　区内河川 12地点、海域３地点において、年４回水質調査を実施しています（次ページ調査地点図）。
　�　平成 29年度に東京都告示で河川の水域類型が見直され、基準が強化されたことにより、BOD・DOの
環境基準適合率が低下していますが、水質自体は徐々に改善しています。※　今後も、河川水質の定期調査
を継続していくとともに、隅田川や東京湾といった区周辺の河川・海域についても、他の自治体と連携し
た水質保全対策を推進し、水環境の改善を目指します。

　 ※ BODや CODの数値が低いと水の汚れが少ないことを表し、数値が高いと悪臭や魚の大量窒息死等の原因になる場合があります。

●　その他の水質調査※

　　管理指標の項目以外にも、区内のさまざまな地点や対象について、毎年調査を実施しています。

「区が目指すべき 10年後の姿」
　水のきれいな河川や運河に囲まれ、人々は水辺に集い、語らい、散策するなど、活気とうるおいに満
ちたまちとなっています。

＜水質監視指導＞   重点事業

№ 管理指標 単位
基準値 実績値 目標値

数値 年度 令和元年度 令和２年度 令和６年度

34 河川 BOD*１の環境基準適合率 ％ 96 H30 94 98 100

35 DO*2 の環境基準適合率 ％ 48 H30 37 45 100

36 海域 COD*3 の環境基準適合率 *4 ％ 100 H30 100 83 100

その他の水質調査状況
調査名 頻度 地点・対象 項目 令和２年度調査結果

河川底質
（ヘドロ）調査 年１回 ２年で 10 地点

（１年に５地点）
総水銀、PCB、
六価クロム等

総水銀・PCB：底質の暫定除去基準を超
えた地点なし
六価クロム：検出なし
その他：高濃度の検出なし

事業所排水調査 年２回 延べ４事業所 全窒素、全りん、
六価クロム等 全ての項目で基準に適合

地下水調査 年１回 区内井戸
４地点

トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
1,1,1- トリクロロエタン

全ての項目で基準に適合

※河川（水質・底質）のダイオキシン類調査は別掲
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河川水質調査地点図

●　水環境の保全に係る会議体への参加
　�　東京湾や隅田川とその水系各支川の水質浄化を目指して、関係自治体の相互協力によって広域的な対策
を推進していくための会議体に参加しています。

各会議体の概要
会議体名 概　要

東京湾岸自治体環境保全会議
　東京湾の水質浄化を図るため、東京湾岸に面する 26 の自治体が、広域的な対策と
湾岸住民への環境保全に係る啓発の実施について協議し、連帯的・統一的な環境行
政を推進することを目的に、昭和 50 年に発足。

隅田川水系浄化対策連絡協議会

　隅田川とその水系各支川（新河岸川、白子川、石神井川）の水質浄化を、流域関
係区が相互に協力して広域的に推進していくため、昭和 53 年に発足。
　関係９区（中央区、台東区、墨田区、江東区、北区、荒川区、板橋区、練馬区※、
足立区）により運営、隅田川水系の合同水質調査や合同視察会を実施。

※練馬区は、令和 2年 7月 1日に退会

①～⑫は河川
⑬～⑮は海域
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5 － 3　騒音・振動等の公害対策の推進

＜騒音・振動＞

●　道路交通騒音・振動調査   重点事業
　�　令和元年度までは幹線道路を中心に 20地点の道路騒音振動調査を実施してきましたが、南部地域の人
口増加や開発などによる状況を把握するため、令和 2年度は調査地点を 1地点増やし 21地点としました。
　�　このうち、道路交通騒音調査では、昼間 6地点、夜間 13地点で環境基準に達しませんでした。幹線道
路の利便性が向上したものの、騒音対策の技術革新の少ない貨物車両数に変化がなく、昼夜の騒音レベル
の変化が少ないことが原因と考えられます。

●　自動車騒音の状況の常時監視
　�　騒音規制法第 18条に基づき、自動車交通騒音が支配的な道路に面する地点で、騒音に係る環境基準に
基づいて、騒音測定及び環境基準達成状況の評価を行うものです。

＊１　評価区間延長  ＝　評価を行った道路区間の始点から終点までの距離
＊２　戸数達成率     ＝　（　環境基準を達成した住居等の戸数　／　評価区間の総戸数　）　×　100

＜騒音規制法、振動規制法に基づく届出制度＞

●　特定施設
　�　著しい騒音・振動を発生する施設を「特定施設」とし、これを設置する工場や事業場を「特定工場等」
として規制しています。「特定施設」を設置する者は、規制基準の遵守及び設置・変更の際には事前に届出
を行わなくてはなりません。

№ 管理指標 単位
基準値 実績値 目標値

数値 年度 令和元年度 令和２年度 令和６年度

37 道路交通騒音の
環境基準達成率

昼間 ％ 65 H30 65 71 100

夜間 ％ 45 H30 35 38 100

＊環境基準達成率　＝　（　環境基準達成測定地点数（昼 15/ 夜 8） ／　総測定地点数（21） ）　×　100

常時監視調査の環境基準達成状況

年度 道路通称名 測定地点 評価区間延長
（km）* １

戸数達成率 * ２

昼間（％） 夜間（％）

令和２

清洲橋通り① 北砂 4-13 地先 1.5 99.7 99.5

清洲橋通り② 白河 3-8 地先 3.4 99.7 98.7

丸八通り① 南砂 3-11 地先 0.6 100.0 100.0

丸八通り② 北砂 7-5 地先 3.3 99.8 91.4

越中島通り 塩浜 1-5 地先 1.5 100.0 99.1

江 259、304、530 辰巳 1-8 地先 0.9 99.8 99.5

塩浜通り 塩浜 2-24 地先 1.6 96.7 90.8

江 416、400 潮見 1-29 地先 0.8 100.0 100.0

「区が目指すべき 10年後の姿」
　区民・事業者が公害防止について自覚するとともに、日常生活や事業活動において周辺環境に配慮し
た行動を実行し、騒音・振動などの生活環境問題が少ない、快適な環境が実現しています。
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●　区内 21地点の測定ポイント図

測定箇所図
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●　特定建設作業等
　�　騒音・振動が特に著しい建設作業を「特定建設作業」とし、その騒音・振動を規制しています。該当す
る建設作業の施工業者は、その作業内容等について、作業開始の７日前まで（作業開始日は含まない）に
届出を行うことが義務付けられています。
　�　令和２年度の特定建設作業の届出数は、前年度に比べて騒音 ･振動共に減少しています。特定建設作業
のうち最も多いのは、「削岩機（ブレーカー）」を使用する作業であり、騒音規制法では 93％、振動規制法
では 90％を占めています。
　�　特定建設作業の届出を受理する際には、騒音等を未然に防止するため、低騒音・低振動型の建設機械の
使用、工事時間帯や工法の変更、周辺住民への説明の徹底等を施工業者等へ指導しています。
　�　また苦情が発生した場合には、適切な対応をとるように業者を指導しています。

●　指定建設作業及びその他の建設作業
　�　「特定建設作業」以外の騒音振動の著しい建設作業についても「指定建設作業」として東京都環境確保条
例により規制しています。「特定建設作業」「指定建設作業」以外は、いわゆる「その他の建設作業」とな
り騒音・振動の規制はされていません。「指定建設作業」と「その他の建設作業」には、区への届出義務は
ありません。建設作業に苦情・相談が寄せられる原因として、施工業者における周辺住民への説明不足が
多く、区では作業前に工事内容を周知するよう指導しています。
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環境保全課 指導係 自動車騒音状況の常時監視

Pick up 

　自動車騒音常時監視では、自動車騒音の影響がある幹線道路に面
する地域を面的に評価し、環境基準の達成状況を把握しています。
常時監視実施計画を策定し、区内対象道路を原則５年間で順次実施
しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　面的評価とは、指定された幹線道路に面した地域（道路端から
50mの範囲）において実測値や推計によって騒音レベルの状況を
把握し、個々の建物ごとの騒音レベルにより、環境基準を超過する
住居等の戸数の割合を算出する道路交通騒音の評価方法です。
　区では、平成 15年度より騒音規制法に基づき自動車騒音の状況
を監視しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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●　近隣・生活騒音防止の啓発　重点事業
　�　身近で発生する騒音や振動に関する苦情が区に寄せられています。
　�　令和 2年度相談・苦情件数を発生源別にみると、飲食店や一般家庭等に対する相談・苦情が 4割以上を
占めています。
　�　飲食店・喫茶店からのカラオケや、一般家庭の日常生活の中で発生する騒音や振動も苦情として寄せら
れており、近年では、マンションなど集合住宅での苦情が目立っています。
　�　日常生活で発生する騒音は、音の種類、音の出る時間や場所などいつも同じではなく、音に対する感じ
方の個人差、プライバシーの問題もあり、解決は容易ではありません。お互いの気配り、他人への思いやり、
誠意をもって話し合う姿勢が苦情解決への有効な手段となります。法令による規制だけではなく、生活の
マナーやモラル、近所との円滑な人間関係やコミュニケーションが解決につながる道となります。
　�　区では、近隣騒音防止のため、事業者向けには「飲食店・喫茶店を営業しているみなさんへ」、住民向け
には「近隣・生活騒音を減らすために」等のパンフレットを窓口等で配布しています。

●　羽田空港機能強化に伴う新飛行経路の運用（北風時）
　�　国は、令和２年３月 29日から上空が北風の時の７時から 11時 30分までと 15時から 19時まで（前
後 30分間の切替時間がある為、実質３時間程度）において羽田空港を離陸した飛行機が荒川上空を北上
する新しい飛行経路の運用を開始しました。この時間以外は従来の経路を飛行します。

【新飛行経路の騒音測定結果】　
　国は、新飛行経路の運用開始に伴い、航空機
騒音の測定を実施しその結果をHP上で公開して
います。江東区内には東京都交通局大島総合庁
舎に航空機騒音測定局が設置されています。令
和 2年度夏ダイヤの測定の結果は上の図の通り、
小型機、中型機、大型機いずれの数値も国が事
前に説明会等で示していた数値以内となってい
ます。

【江東区の対応】
　新飛行ルートの運用開始以降も、区は引き続
き、正確な情報と騒音や落下物への継続的な対
策を国に求めてまいります。

測定結果（東京都交通局大島総合庁舎）
令和 2年 3月 29 日～ 10 月 31 日

飛行機種類 実測値の
平均

説明会等で国が示した
推計平均値

大型機 68.3dB 68 ～ 74dB

中型機 65.2dB 61 ～ 73dB

小型機 65.5dB 65 ～ 71dB
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５－４　有害化学物質等の発生抑制対策の推進

＜有害化学物質調査＞   重点事業

●　ダイオキシン類・ベンゼン調査
　�　有害化学物質調査として、区内河川（水質・底質）のダイオキシン類、大気中のベンゼン濃度を調査し
ています。ダイオキシン類は２年で 10地点（１年に５地点）、大気中ベンゼンは３地点において夏期・冬
期の年２回調査を実施しています。
　�　令和２年度はダイオキシン類の環境基準適合率及び大気中ベンゼン濃度ともに目標値を達成しました。
　�　ダイオキシン類は平成 28年度以降、また、ベンゼン調査は平成 19年度以降、良好な調査結果ですが、
発生源対策の必要性を検討する意味からも、今後も環境調査を継続し、その結果を分かりやすく公表して
いきます。

●　土壌汚染対策
　�　本区においては、有害物質取扱事業者が工場・指定作業場を廃止または除却しようとするとき、東京都
環境確保条例第 116条で義務付けられた、土壌調査の実施と報告を求めています。更に、土壌中の有害物
質濃度が処理基準値を超えた場合は、掘削等を行う際の汚染拡散防止対策を実施するよう指導しています。
　�　また、「江東区マンション等の建設に関する条例」に基づき、敷地面積が 1,000㎡以上 3,000㎡未満の
建設計画を対象に、土壌汚染に係る事前協議を事業者に指導しています。

「区が目指すべき 10年後の姿」
　有害化学物質が適正に管理され、区民一人ひとりが、健康で安心して暮らせる生活環境を実現してい
ます。土壌汚染の健康被害への影響等について、事業者と区民が正しい知識に基づき、適切なリスクコミュ
ニケーションを行っています。

№ 管理指標 単位
基準値 実績値 目標値

数値 年度 令和元年度 令和２年度 令和６年度

38 ダイオキシン類の
環境基準適合率＊

水質 ％ 100 H30 100 100 100

底質 ％ 100 H30 100 100 100

39 大気中ベンゼン
沿道 μ g/㎥ 0.88 H30 0.99 1.0 3 以下

後背地 μ g/㎥ 0.82 H30 0.90 0.90 3 以下

＊環境基準適合率　＝　（　環境基準適合測定数　／　総測定数（10 地点）　）　×　100

江東区への届出件数（過去５年）

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度

都環境確保条例第 116 条 6　件 9　件 12　件 17　件 14　件

土壌汚染に係る事前協議 9　件 8　件 12　件 7　件 16　件
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５－５　災害に強いまちづくりの推進

＜雨水対策＞

●　透水性舗装道路の整備   重点事業
　�　江東区は、隅田川、荒川に挟まれた低地に位置し、昔から水害に悩まされてきました。近年では市街地
化が進み、コンクリートやアスファルトに覆われた土地が多いため、集中豪雨による被害も心配されてい
ます。集中豪雨の雨水が短時間に下水道へ集中的に流れ込むと、処理しきれない雨水が道路上にあふれて
しまいます。　
　�　そこで、このような被害を軽減するため、道路や歩道への透水性舗装の整備と雨水浸透桝の設置により、
道路上に降った雨を地下へ浸透させます。これによって、予測困難な集中豪雨による下水道への負担を低
減し都市型水害を抑制するとともに、雨水を地下に浸透させることによる地中温度の上昇（ヒートアイラ
ンド現象）を抑制する効果が期待できます。
　�　透水性舗装がもたらす効果は、整備する面積が広いほど大きくなることから、今後、区内の主要道路の
改修・整備に合わせて推進し、被害軽減に努めます。

●　江東区雨水流出抑制対策の推進   重点事業
　�　「江東区雨水流出抑制対策実施要綱」に基づき、公共施設や民間施設の建設の際に、雨水流出抑制施設（浸
透施設・貯留施設）の設置を促進しています。

「区が目指すべき 10年後の姿」
　災害に強く、安全・安心なまちが形成されています。また、国や都などと連携し、災害発生時に迅速
な対応が可能な体制が整っています。

№ 管理指標 単位
基準値 実績値 目標値

数値 年度 令和元年度 令和２年度 令和６年度

40 透水性舗装面積 ㎡ 74,657 H30 84,641 85,109 ―

41 区立施設における雨水利用の導入施設数 施設 55 H30 56 56 58

42 雨水流出抑制対策量 ㎥ 9,607 H30 14,117 5,767 ―

＊番号が○印で囲まれた管理指標の実績は累計

ಁ水ੑฮのޮ果 ಁ水ੑฮ事の様子
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柱６ 環境教育及びパートナーシップの推進
6－ 1　環境情報の共有

●　環境学習情報館「えこっくる江東」
　�　「えこっくる江東」は、身近なごみ処理問題から地球全体の環境問題まで、体感しながら学べる学習施設
として、平成 19年 2月にオープンしました。
　�　1階の常設展示室では、目で見て環境問題を感じられるパネル展示のほか、環境負荷について考える江
戸の暮らしを映したジオラマ、「ごみ戦争」などごみ問題についての映像や体験展示等を行っています。
　�　2階には、環境に関する書籍等を設置した情報コーナー、さまざまなテーマの企画展を行うための企画
展示コーナーがあります。
　�　そのほか、自然エネルギーを利用した発電設備、研修室やワークショップルームを備え、情報発信とし
てホームページでの広報も行っています。
　�　令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、施設の一部休止を行いながら環境学
習情報館を運営しました。

「区が目指すべき 10年後の姿」
　環境に関するさまざまな情報を手軽に発信、入手でき、区民・事業者・区の連携により環境情報の集積・
共有ができるまちとなっています。

１֊　常設ల示ࣨ ２֊　情報コーφー

　　1　֊　　　常設ల示ࣨ
修ࣨݚ、画ల示コーφー、情報コーφー、ϫークシϣップルーϜا　　　֊　2　　
　　ͦのଞ　　太陽光発電、風力発電、্緑化、ビオトープ 等

所ࡏ地 ： 江東区潮見 1�29�7
電　 ： 03 (3���) 7130
ೖ館ྉ ： 無ྉ

施設֓ཁ
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6 － 2　環境教育・学習の推進

●　環境学習情報館運営事業   重点事業
　�　区民の環境に配慮した取り組みを支援するため、環境学習講座や啓発イベントを実施しています。
　�　環境学習講座については、自主企画のほか、区内で環境保全活動を行っている市民団体や事業者にも委
託し、実施しています。
　�　また、環境学習情報館「えこっくる江東」の常設展示室等において、最新の環境に関する情報を伝えるため、
展示内容やデータの更新を積極的に行っています。
　�　なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の継続が想定されることから、今後、計画の見直しを
含め、感染防止対策を講じての開催に努めます。

●　環境フェア
　�　「江東区環境フェア」は、環境保全への関心と理解を深めてもらうことを目的に、平成 20年よりえこっ
くる江東にて開催しています。
　�　開催にあたっては、区民、企業、団体、行政の各主体が良好なパートナーシップのもとに実行委員会を
組織し、企画の段階から協働して作り上げています。さまざまな分野で環境保全を進めている企業や団体
がブースを出展し、それぞれの環境保全活動の紹介や、体験型の環境学習プログラムを提供しています。
　　令和 2年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、開催中止としました。

「区が目指すべき 10年後の姿」
　区民一人ひとりが、環境について主体的に学び考え、環境保全活動に十分な理解のもとで、自ら進ん
で行動しています。

№ 管理指標 単位
基準値 実績値 目標値

数値 年度 令和元年度 令和２年度 令和６年度

43 講座・イベント
等の開催状況

開催回数 回 284 H30 224 14 295

参加者数 人 31,222 H30 28,069 1,929 32,750

＊環境学習施設における࠲ߨ・イベント参加者数、施設のஂ体見学者数の合ࢉ値

回　数 開催日 ブース数 延べ来場者数
第１回 平成 20 年 ７月 13 日 37 ブース 8,400 人
第２回 平成 21 年 ６月 ７日 48 ブース 13,038 人
第３回 平成 22 年 ６月 ６日 51 ブース 15,883 人
第４回 平成 23 年 ６月 ５日 56 ブース 22,223 人
第５回 平成 24 年 ６月 ３日 56 ブース 21,017 人
第６回 平成 25 年 ６月 ２日 63 ブース 21,127 人
第７回 平成 26 年 ６月 １日 55 ブース 16,937 人
第８回 平成 27 年 ６月 ７日 58 ブース 17,854 人
第９回 平成 28 年 ６月 ５日 53 ブース 19,537 人
第 10 回 平成 29 年 ６月 ４日 55 ブース 20,724 人
第 11 回 平成 30 年 ６月 ３日 54 ブース 15,416 人
第 12 回 令和 元年 ６月 ２日 54 ブース 15,016 人
第 13 回 新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止
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●　エコリーダー養成講座
　�　持続可能な社会の実現のため、地域で積極的に環境保全活動を進められる人材の育成を目的に、平成 13
年度から実施しています。
　�　講座終了後にはこれまでの修了者が、えこっくる江東の実施する講座の運営に携わるなど、実際の行動
につながっています。
　�　令和 2年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、講座の開催を中止としました。

●　江東エコキッズ事業
　�　こどもたちが環境問題・環境保全の重要性を認識し、広い視野で行動できるようになるきっかけづくり
として、野外活動やワークショップ等の参加・体験型の講座を提供しています。
　�　また、継続的な環境学習を応援するため、3歳から中学生までを対象とした「江東エコキッズクラブ」
を平成 19年 12月より運営しています。対象の講座に参加するたびにポイントがたまり、規定のポイン
ト数に達すると認定証や記念品の特典が受けられます。令和２年度末の「江東エコキッズクラブ」の登録
者数は累計で 1,557 人となりました。

№ 管理指標 単位
基準値 実績値 目標値

数値 年度 令和元年度 令和２年度 令和６年度

44 エコリーダー養成講座修了者数 人 409 H30 421 421 510

＊番号が○印で囲まれた管理指標の実績は累計

「江東エコキッズクラブ」の登録状況（年度） 「ྦྷ計」

Ｈ 21 Ｈ 22 Ｈ 23 H24 H25 Ｈ 26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

220 人 375 人 490 人 589 人 711 人 859 人 1,018 人 1,178 人 1,319 人 1,424 人 1,554 人 1,557 人

主な講座の紹介
講座名 内　容

わくわく生きものたんけん隊 　日本では数少ないプロのナチュラリストとして活躍する佐々木洋さんと、えこっくる
江東のビオトープや近隣の公園で親子一緒に自然観察をするプログラム

温暖化対策課　環境学習情報館 官民連携イベント「まなぼう！あそぼう！ COOL CHOICE ひろば」

Pick up 

　令和２年 11月に「アーバンドックららぽーと豊洲」にて、
三井不動産㈱、（公財）東京都環境公社、㈱ JTBとの共催によ
る「まなぼう！あそぼう！COOL CHOICE ひろば」が開催
されました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　区は「江東区とごみ戦争の歴史を学ぼう」のパネル展示を実
施しました。ショッピングの合間にたくさんの親子連れに参加
いただき、官民連携して江東区とごみ戦争の歴史や資源循環型
社会を実現するための取り組みを伝えました。　　　　　　　パネルల示の様子
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●　ごみ減量推進事業
　�　清掃事務所では、区内小学校の 4年生を対象にリサイクルの推進やごみの分別について職員が出張授業
を行う「ふれあい環境学習」を実施しています。このふれあい環境学習では、視聴覚教材を使って最終処
分場には限りがあることを伝える講義や、中身の見える清掃車『ごみスケ』を使い、清掃車のしくみを学
ぶ実習などを行っています。
　�　また、このほかに町会・自治会を対象に清掃施設等見学会を定期的に開催しています。
　�　これは、先進的な清掃工場やリサイクル施設等への見学のほか、他の自治体のさまざまな取り組みを紹
介することで、ごみ問題への関心と知見を高めてもらうことを目的としています。

;れあい環境学習の様子 清掃施設等見学会の様子（中ԝ防堤ຒ立ॲ分場）

江東区
環境学習情報館キャラクター

「έロͧ͏くん」

事業実績　（令和２年度）
活動名 内　容 実　績

ふれあい環境学習 区内小学校の４年生を対象にした講義・実習

令和 2年度
新型コロナウイルス感染症対策のため中止
（参考）令和元年度
22 校（1,794 人参加）

清掃施設等見学会 清掃関連施設や民間企業等の見学

令和 2年度
新型コロナウイルス感染症対策のため中止
（参考）令和元年度
全 3回（117 人参加）
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№ 管理指標 単位
基準値 実績値 目標値

数値 年度 令和元年度 令和２年度 令和６年度

45 カーボンマイナス
こどもアクション

総参加者数 人 62,401 H30 69,901 73,098 110,000

総 CO2 削減量 t-CO2 1,689 H30 1,887 1,967 2,900
＊番号が○印で囲まれた管理指標の実績は累計

●　カーボンマイナスこどもアクション事業   重点事業
　�　児童が環境について身近に考える機会を得て、環境への配慮を保護者と一
緒に生活の中で考える契機としています。区立全小学校（義務教育学校含む）
の 5・6年生児童が、環境月間である 6月の 1か月間、「環境に配慮した行動」
の実践結果を、CO2 削減効果が計算できるシートに保護者と一緒に記録し、
生活の中で取り組めるCO2 削減を実感してもらいます。

　�　令和 2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、協力が得られた
22校の 5・6年生児童が 9月の 1か月間に実施しました。その後学校ごと
のCO2 削減量を集計し、取組み結果が優秀であった学校を表彰しました。

カーボンマイナスこどもアクションの実施状況

年度 対象者数 参加人数 参加率 CO2 総削減量 *1 1 人当たり
削減量 講演会講師（敬称略）

H20 2,840 人＊ 2 2,095 人 73.8 % 52 ｔ 24.8 kg 毛利 衛

H21 5,969 人 4,113 人 68.9 % 89 ｔ 21.7 kg 石原 良純

H22 6,316 人 5,046 人 79.9 % 113 ｔ 22.4 kg アグネス・チャン

H23 6,421 人 5,213 人 81.2 % 98 ｔ 18.7 kg 野口 健

H24 6,569 人 6,038 人 91.9 % 148 ｔ 24.6 kg
東京海洋大学
刑部 真弘教授
さかなクン客員准教授

H25 6,759 人 6,134 人 90.8 % 319 ｔ 52.0 kg＊ 3 東京海洋大学
さかなクン客員准教授

H26 6,887 人 6,557 人 95.2 % 170 ｔ 25.9 kg 東京海洋大学
さかなクン客員准教授

H27 7,058 人 6,588 人 93.3 % 138 ｔ 20.9 kg 東京海洋大学
さかなクン客員准教授

H28 7,167 人 6,807 人 95.0 % 180 ｔ 26.4 kg 東京海洋大学
さかなクン客員准教授

H29 7,210 人 6,555 人 91.0 % 178 ｔ 27.1 kg 東京海洋大学
さかなクン客員准教授

H30 7,793 人 7,255 人 93.1 % 203 ｔ 28.1 kg 東京海洋大学
さかなクン客員准教授

R1 7,959 人 7,500 人 94.2 % 199 ｔ 26.6 kg 東京海洋大学
さかなクン客員准教授

R2＊ 4 3,573 人 3,197 人 89.5 % 80 ｔ 23.1 kg

累　計 73,098 人 - 1,967 ｔ - -

＊１　数ॲ理の関で、合計値が一致しない場合があります。
＊２　平成 20 年度の対は小学校 5 年生のみ
＊３　平成 25 年度は従来の「ࣇಐのみの取組み」に「Ոとの取組み」߲目が加されたため、一人当たり $02 量がଟくなͬているݮ
＊̐　令和 2 年度は新ܕコロφイルス感染のӨڹにより、協力がಘられた 22 校のみが参加。ߨԋ会は中ࢭ

令和 2 年度　هシート
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　�　令和２年度は、右記の５校をそれぞれ「最優秀賞」「優
秀賞」として表彰しました。
　�　選定は、「記録シート」の回収率（参加率）及び 1人
当たりのCO2 削減量を基準に行っています。

　�　例年、最優秀賞、優秀賞及び努力賞の受賞校の 5・6
年生を招き、ティアラこうとうで表彰式・講演会を行っ
ていましたが、令和２年度は新型コロナウイルス感染症
の影響で学校ごとに表彰しました。最優秀賞の水神小学
校への表彰は区長室で行い、区長から代表児童へ木製の賞状、トロフィー、区役所屋上産はちみつ（NPO
法人江東区ハニービー・プロジェクトより寄贈）４㎏が手渡されました。優秀賞の 4校は各学校の校長室
で表彰し、最優秀賞同様の品々が贈られました。
　�　本事業の実施に際しては、オール 62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」の助
成を活用しました。
　�　また、本事業は「区民、事業者及び区が連携して事業を推進する」という趣旨に則り、江東エコライフ
協議会が事務局となり主催しています。
　�　例年、区内の多くの企業・団体の皆様からご協賛をいただいておりましたが、令和２年度は新型コロナ
ウイルス感染症の影響で、協賛を募集しませんでした。

●　こどもエコクラブ
　�　環境保全に取り組むクラブ活動に対して、情報提供や他クラブとの交流促
進等を支援します。
　�　平成 7年度から環境省が主催をはじめ、平成 23年度からはそれまで、全
国事務局を務めてきた公益財団法人日本環境協会が主催をしています。
　�　本区は、平成 12年度から地方事務局となり、こどもエコクラブを支援し
ています。
　�　令和２年度の江東区の登録団体は７団体です。
　（メンバー数合計 408人 , サポーター数合計 89人）

令和２年度 表জ校
最優秀賞
水神小学校

優秀賞（五十音順）

越中島小学校　　　　扇橋小学校
　南陽小学校　　　　毛利小学校

ビオΨーσンの見学

温暖化対策課　環境調整係 小学生環境学習会

Pick up 

　区内在住の小学生と保護者を対象とした環境体験学習ツアー
を夏休みと春休みに開催し、施設見学と環境学習体験を通して、
環境について学ぶことができます。
　令和 2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、
春休みのみ開催し、区内企業の敷地にあるビオガーデンや環境
学習情報館（えこっくる江東）の見学等を行いました。こども
と保護者が楽しみながら、環境を身近に感じることができます。

こどもエコクラブキャラクター
「エコまる」
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6 － 3　多様な主体が取り組むエコ意識の向上

●　江東エコライフ協議会
　�　地球温暖化対策の推進に関する法律に規定する「地球温暖化対策地域協議会」に対応する会議体として、
平成 22年 7月に設置されました。
　�　本協議会は、区民・事業者・区が協働で環境基本計画の目標達成に向けた具体的な行動を企画、立案、
実行するとともに、カーボンマイナスこどもアクションや区民向けの環境施設見学会等、区のさまざまな
環境施策について協議を行っています。

「区が目指すべき 10年後の姿」
　すべての区民が江東区に愛着を持ち、積極的に自分達の住むまちの環境を守っています。

「江東エコライフ協議会」の実施状況（令和２年度）
回　数 日　時 主　な　議　題

第１回
書面開催

　令和 2年
　　5月 18 日

（１）委員の委嘱について
（２）会長・副会長の選出について
（３）令和２年度におけるカーボンマイナスこどもアクションについて
（４）江東区環境基本計画（後期）について
（５）報告事項について

第２回
書面開催

　令和 2年
　　11 月 12 日

（１）江東エコライフ協議会の委員の変更について
（２）令和２年度におけるカーボンマイナスこどもアクションについて
（３）令和元年度「江東区の環境白書」
（４）報告事項について

第３回
書面開催

　令和 3年
　　2月 3日

（１）令和２年度カーボンマイナスこどもアクション事業の実施について ( 最終報告 )
（２）春休み環境学習会（第１回）の実施について
（３）令和３年度環境関連施策の予算概要について
（４）その他

江東エコライフ協議会委員名簿  （令和 3 年 3 月 31 日現在） ◎：会長　　◯：副会長
区　分 氏　名（敬称略・順不同） 役職等

住民代表
（4名）

蛯名　明 区民委員（江東区立小学校 PTA連合会理事）
老沼　秀子 区民委員（江東区消費者団体連絡協議会代表）
大石　美奈子 区民委員（公募）
有田　エミ 区民委員（公募）

事業者代表
（10 名）

◯市川　英治 東京商工会議所江東支部副会長
柳澤　廣次 東京都江東産業連盟事務局長
石井　正彦 江東区商店街連合会副会長
星田　芳郎 一般社団法人東京都トラック協会深川支部副支部長
浅野　利幸 一般社団法人東京都トラック協会城東支部長
石川　香 東京電力パワーグリッド株式会社江東支社地域担当次長
小西　吾乗 東京ガス株式会社東京東支店広報担当課長
千明　和彦 株式会社ＬＩＸＩＬ住宅研究所マーケティング推進部兼環境管理推進室係長
菅原　大嗣 学校法人武蔵野大学企画部企画広報課係長
山本　高嗣 株式会社フジクラコーポレートコミュニケーション部部長

関係団体
（3名）

◎長谷川　猛 江東区環境審議会副会長
横田　信博 東京都地球温暖化防止活動推進センター長
廣谷　孝之 江東区文化コミュニティ財団文化センター管理事務所次長
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未就学児 小学生 中学生 高校生 成人

環境関連プログラム

イ
ベ
ン
ト

教
育

養
成

体
験
学
習

江東エコキッズ事業 

環境フェア（毎年６月） 

エコリーダー養成講座 

環境学習情報館「えこっくる江東」 

ごみ減量推進事業 

カーボンマイナスこどもアクション
※区立小学校５．６年生

ごみ減量推進事業
（ふれあい環境学習）

江東エコライフ協議会 
※環境学習会…小学生と保護者

こどもエコクラブ 

（清掃施設等見学会）

※区立小学校４年生 

त業風ܠ

温暖化対策課　環境調整係 地球温暖化出前授業

Pick up 

　例年 6月の環境月間に実施する「カーボンマイナスこども
アクション」への取組みがより効果的になるよう、区と事業者
による出前授業を小学校にて実施しています。令和 2年度は、
新型コロナウイルス感染症の影響により 10月に、感染症防止
の対策を講じ実施しました。　　　　　　　　　　　　　　　
　授業では、地球温暖化説明用模型を用いて、二酸化炭素増加
による気温変化の実験を行い、地球温暖化の仕組みと影響を学
びます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　温暖化対策に取り組む意義の理解と児童の自主的な活動を促
し、環境学習の知識の定着を図っています。　　　　　　　　
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第５章　その他
　環境基本計画にて目標管理をしている「６つの柱」以外の事項について、令和 2年度の実績をご報告します。

1　江東区みどり・温暖化対策基金
●　基金設置の背景
　�　清掃事業は、平成 12年に 23区に移管されるまで
東京都が行っていました。東京都は、戦後になっても、
潮見（８号地）を始め、現在使用中の中央防波堤外
側埋立処分場及び新海面処分場と次々にごみの埋立
処分場を江東区地先につくり続けてきました。この
事実は、江東区民が長年様々なごみ公害の被害を被っ
てきたということでもあります。
　�　平成 20 年 3 月に 23 区の特別区長会で、ごみ処
理の負担を公平にする新たなしくみが決定し、負担
の公平化の方策として「清掃工場のごみ処理の平準
化に向けて、一定の平準化が図られるまでの間、金
銭による調整措置を導入する」こととなり、他区の
ごみを受け入れている江東区は、ごみ量に応じた負担金を受け取ることとなりました。
　�　江東区ではこの負担金の使途について、「江東区みどり・温暖化対策基金」を設置し、緑化や温暖化対策
など環境施策を一層進展させ、区民に還元することとしました。

●　基金の運用状況
　�　令和２年度は、緑化事業に 800万円、温暖化対策事業に 3,600 万円、合計 4,400 万円を基金より充当し、
活用しました。

基金の活用状況　（令和 2 年度実績）
活用事業名 充当額

緑化事業 　CITY IN THE GREEN 民間緑化推進事業 800 万円

温暖化対策事業

　地球温暖化防止設備導入助成事業
　マイクロ水力発電設備維持管理事業
　カーボンマイナスアクション事業
　環境学習情報館運営事業

3,600 万円

合　計 5事業 4,400 万円

「みどり・温暖化対策ۚج」活用のイϝーδ
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２　公害に関する相談・苦情
　公害に関する相談・苦情には、東京都環境確保条例等の基準を遵守するよう指導を行っています。

るもの（2.2L8͛ܝ場：東京都環境֬保ྫ別表第１に　１＊ Ҏ্のݪಈ機を使用する品のを常時͏ߦ場等）
＊２　指定作業場：東京都環境֬保ྫ別表第２に͛ܝるもの（20 Ҏ্収༰できるறं場やΨソリンスタンド等）
＊３　一ൠ：場・指定作業場・ݐ設作業Ҏ外のҿ食店や一ൠՈఉ等
＊̐　同一地で複数のݱが同時に発生する場合があり、発生源別の合計とݱ別の合計は一致しない。

令和２年度相談・苦情受付件数　発生源別

工　　場＊1 指定作業場＊2 建設作業 一　　般＊３ 合　計＊４

件数 13 3  46 41 103

令和２年度相談・苦情受付件数　現象別
大気汚染 水質

汚濁
土壌
汚染 騒音 振動 地盤

沈下 悪臭 その他 合　計＊４

ばい煙 粉じん 有害
ガス

件数  7 13  0  4  0 　38 12 　0 　41 　7 122

図１　令和２年度相談・苦情受付件数　発生源別

図２　令和２年度相談・苦情受付件数　現象別
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３　工場・指定作業場に関する事務

●　工場認可認定
　東京都環境֬保ྫにより、場を設置またはมߋしよ͏とする事業者は、あらか͡め区のೝ可を受
けなければならず、ݐ及び施設のߏ及び配置、ばいԎ、ค͡ん、有害Ψス、Ԛ水、૽Ի、ৼಈまたは
ѱष防ࢭの方๏等必ཁ事߲をهೖしたೝ可ਃ書等を区提出しなければなりません。
　区ではਃ書の受理後、内༰を৹ࠪし、本ྫにద合しているとஅすればೝ可します。ͦして、事
で֬ࠪݕ場に立ೖ४にద合しているかを、当֘جされているか、また、規੍成後、ೝ可どおりに施
ೝした͏えでೝ定します。場は、このೝ定を受けた後にૢ業することができます。
　令和 2 年度は 2� （݅設置 15 ݅、มߋ 9 ݅）の場がೝ可を受けて、令和３年３月のೝ可場数は �053
となりました。ೝ可場数はত和 5� 年度をピークにݮগを続けており、ۙ 10 年間の推移は下図のと
おりです。
　また、ばいԎௐࠪや೩ྉௐࠪにより定期的に立ೖࠪݕを実施しています。ۤ情がدせられると、場に
立ೖࠪݕして૽Իଌ定を͏ߦなどঢ়گをௐࠪし、改ળ指ಋをߦいます。

●　指定作業場に関する事務
　東京都環境֬保ྫでは、指定作業場とは場Ҏ外のもので特に公害を発生させるおͦれがあり、規੍
する必ཁのある事業所で、20 Ҏ্収༰できるறं場やΨソリンスタンド等になります。指定作業場の設
置等は、事લに届出が必ཁであり、ばいԎ・ค͡ん・有害Ψス・Ԛ水・૽Ի・ৼಈ・ѱषについて規੍ج
४を設定し、ͦの९कを場と同様にٛ務付けています。
　令和 2 年度は 31 ݅（設置 17 ݅、มߋ 1� ݅）の届出があり、令和３年３月の指定作業場数は 1��9
となりました。ۙ 10 年間の指定作業場数の推移は下図のとおりです。

＊　平成 25 年度まではਃ年度、平成 2�
年度からはೝ可年度で݅数を計্してい
ます。



第
̑
章

ͦ
ͷ
ଞ

77

４　地下水揚水に関する規制指導

区内では、地盤沈下を防止するため、「東京都環境確保条例」、「工業用水法」及び「建築物用地下水の採
取の規制に関する法律」に基づき地下水の汲み上げが規制されており、動力を用いて揚水する井戸の設置
には区へ届出が必要です。平成 28年３月の東京都環境確保条例施行規則の改正により、小出力ポンプ（出
力 300ワット以下の揚水機）が新たに規制対象になりました。設置届が必要な井戸については、下表のと
おり揚水機の吐出口の断面積、井戸の深さなど規制があります。
また、設置届出を行っている事業所などは、水量測定器を設置し揚水量を記録し、毎年１回、区へ報告

する必要があります。

揚水施設の構造基準
適用範囲 吐出口の断面積 ストレーナーの位置 揚水機出力 揚水量上限

条例のみ ６c㎡以下のもの 制限なし 2.2kW以下
平均 10㎥ / 日

最大 20㎥ / 日

法律・条例共通
６c㎡を超え 21 c㎡以下のもの 550 ｍ以深とすること 制限なし 制限なし

21c㎡を超えるもの 設置禁止

江東区
環境学習情報館キャラクター

「͛ͬたくん」
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５　東京都環境影響評価制度（環境アセスメント）

　環境影響評価とは、1969 年（昭和 44年）に米国で初めて制度化された環境保全の制度で、道路、鉄道、
高層ビル建設などの大規模な開発事業により環境に重大な影響を及ぼすおそれのあるものについて、その影
響を事前に調査・予測・評価し、環境保全の視点を開発事業へ反映させていく制度です。
　東京都は昭和 55年に「東京都環境影響評価条例」を制定し、翌年から条例に基づく環境影響評価を実施
しています。
　また、平成 14年に条例改正し、開発計画が固まる前段階で環境への影響を予測・評価し、計画の見直し
を容易に行えるよう、計画段階環境影響評価制度を導入しました。（東京都の策定計画のみが対象）

●　予測・評価項目の選定
　�　環境影響評価を行うにあたり、影響を与えるおそれのある項目を事前に選定し、項目ごとに予測・評価
を行います。事業者は、その項目を選定した理由及び選定しなかった理由を具体的に示す必要があります

●　対象となる事業
　�　同条例により、26の開発事業が対象となっています。

●　区長意見の提出
　�　予測・評価を行った項目は、広く都民や関係自治体に意見を聴くよう条例で定められています。
　�　江東区が関係自治体として都知事から意見を求められた場合には、江東区長は環境審議会に諮問し、審
議会は専門委員会により専門的見地から内容を審議し、審議結果を江東区長へ答申します。その答申内容
を基に区長意見として都知事に意見書を提出します。
　�　令和 2年度は、「中防不燃・粗大ごみ処理施設整備事業」に係る環境影響評価書案に対して、区長意見
を提出しました。

予測・評価項目（17 項目）

大気汚染、悪臭、騒音・振動、水質汚濁、土壌汚染、地盤、地形・地質、水循環、生物・生態系、
日影、電波障害、風環境、景観、史跡・文化財、自然との触れ合い活動の場、廃棄物、温室効果ガス

対象事業
（抜粋）

対象事業の要件
（事業段階環境影響評価）

個別計画の要件
（計画段階環境影響評価）

道 路 の 新 設
ま た は 改 築

新設する全ての高速自動車国道・自動車専用道路
その他の道路（4車線以上）の新設は 1㎞以上
（※　改築はいずれの道路も 1㎞以上）

その他の道路（4車線以上）で
新設、改築ともに 2㎞以上

ふ 頭 の 新 設 係船岸の水深 12m以上かつ長さ 240m以上 水深 15m以上かつ長さ 480m以上

住宅団地の新設 住宅戸数 1,500 戸以上 住宅戸数 3,000 戸以上

高層建築物の新築 高さ 100m超かつ延べ面積 10 万㎡ 超（駐車場面積を含む） 
（※特定地域は高さ 180m超かつ延べ面積 15 万㎡ 超）

自動車駐車場の
設 置 及 び 変 更

［設置］ 同時駐車能力 1,000 台以上（住宅居住者用を除く） 
［増設］ 増加 500 台以上かつ増設後 1,000 台以上（同上）

【その他の対象事業】鉄道、飛行場、発電所（送電線路）、石油パイプライン（石油貯蔵所）、廃棄物処理施設、卸売市場など
の設置または変更、埋め立て（干拓）、市街地再開発、新都市基盤整備事業など

区長意見提出数一覧
S56 ～ H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 計

配慮書 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
調査計画書 11 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 18
評価書案 53 2 1 0 1 2 3 0 0 0 0 1 63

※東京都環境影響評価条例に基づくもの
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第６章　参考資料
１　用語解説

あߦ
アスベスト
　ੴ໖のこと。ఱ然に࢈する།一のણ維ঢ়߭で、ੑ、ຏੑ、ༀ品ੑ、電ؾઈԑੑに༏れているため、
築材ྉや自ಈंのブレーキライニング、クラッν൘等に෯広く使用されていた。しかし、Ξスベストણ維ݐ
がഏのԞまでୡするとさま͟まな࣬ױのݪҼとなること等が明らかになり、平成 18 年̕月からは、Ξスベ
ストを࣭量の 0.1ˋをえてؚ有するの等が、ସのࠔ難な一部の品等をআきࢭېされた。ط設Օ
所でのఫڈのࡍは特定のΞスベストআڈ事について大ؾԚ染防ࢭ๏で事લの届出をٛ務付けている。ߋに、
一定規Ҏ্の事については、東京都環境֬保ྫにより飛ࢄ防ࢭ計画届の提出をٛ務付けている。
インゴット
　一ൠ的には、ۚ 等を࿉後にܕにྲྀし込んでݻめたものをい͏。プラスνックでは、リサイクルするために、
発๐スνロール等の使用ࡁみプラスνックを༹かして、立方ܗのܕにྲྀし込み、ݻめたものをい͏。
温室効果ガス
　太陽からの日ࣹエネルギーを௨աさせ、対にが地ٿの外に出てߦくのを防͙ಇきのある大ؾ中のΨス。
地ٿ温暖化対策の推ਐに関する๏では、二ࢎ化ૉ、ϝタン、一ࢎ化二ૉ、フロン等̓छྨのΨスを
対としている。温ࣨޮ果Ψスഉ出量はݮ $02 。出ࢉによりࢉ

かߦ
化学的酸素要求量（COD）
　水中の有機・無機を化学的に分ղするࡍに必ཁとされるࢎૉ量のこと。水࣭指標の１つ。水࣭Ԛ防
४に用いられる。$0Dجপの環境ބ・४やւҬج場・事業所からのഉ水๏によるࢭ 値が高いと水࣭がѱい。
カレット
ྉのݪされたঢ়ଶのΨラスをい͏。びんࡅഁ　 90ˋがカレットである。
カーボンニュートラル
　市民、ا業、/P0//(0、自࣏体、等のࣾ会のߏ成員が、自らのと定めることが一ൠに合理的と
ೝめられるൣ囲の温ࣨޮ果Ψスのഉ出量をೝ識し、ओ体的にこれをݮする力を͏ߦとともに、ݮがࠔ
難な部分のഉ出量について、hクレδットʱをߪೖすることຢはଞの場所でഉ出ٵ・ݮ収を実ݱするプロδΣ
クトや活ಈを実施すること等により、ͦのഉ出量の全部をຒめ合Θせることをい͏。
カーボンハーフ
　2021 年μボスΞδΣンμ会議にて、東京都が「2030 年までに温ࣨޮ果Ψスを 2000 年ൺ ࠶、ݮˋ50
エネ電力の利用ׂ合を 50ˋまで高めていく」ことを表明した。
環境基準 
　環境ج本๏第 1� の規定にͮجき、「人の݈߁の保ޢ及び生活環境の保全の͏えで維持されることがま
しいج४」として国が大ؾԚ染、水࣭Ԛ、土Ԛ染、૽Ի等において定めている。
光化学オキシダント（OX）
　自ಈंや場からഉ出されたૉࢎ化やش発ੑ有機化合が、太陽光ઢ（ࢵ外ઢ）を受けて光化学Ԡ
をىこし、二࣍的に生成される大ؾ中のࢎ化ੑ࣭の͏ち二ࢎ化ૉをআいたものの૯শ。オκンをओ成分
とし、ΞルσώドやパーオキシΞセνルφイトレート（P"/）等をؚみ光化学スモッグのݪҼとなる。
国連気候変動枠組条約締約国会議（COP）
　1992 年、大ؾ中の温ࣨޮ果Ψスのೱ度を҆定化させることをۃڀの目標とする「国連ީؾมಈ組」
が࠾され、世քは地ٿ温暖化対策に世ք全体で取り組んでいくことに合意した。同にͮجき、国連ؾ
ީมಈ組క国会議（$0P）が 1995 年からຖ年開࠵されている。平成 27 年 11 月には、パリで
$0P21 が開࠵され、新たな๏的組みとなる「パリ協定」をؚΉ $0P 決定が࠾された。

さߦ
サーマルリサイクル
　ഇغをম٫させたࡍに発生するエネルギーを回収し利用すること。
再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT）
生可エネルギー源（同੍度の対は太陽光、風力、水力、地、όイオマスのみ）を用いて発電され࠶　
た電ؾを、国が定めるݻ定Ձ֨で一定の期間電ؾ事業者にௐୡをٛ務付け、࠶生可エネルギーのී及ଅਐ
を図る੍度。平成 2� 年̓月に੍定、平成 29 年̐月より改定された。
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使用済み小型家電
　Ոఉ内で使用するՈ電の͏ち、不ཁとなͬた「使用ࡁ小ܕ電子機ث等の࠶資源化のଅਐに関する๏（小
Ո電リサイクル๏）」の対となるܕ 28 छྨ。Ո電リサイクル๏の対となͬている、エΞコン、テレビ、
ྫྷଂ庫、ྫྷౚ庫、ચ୕機、ҥྨס૩機Ҏ外のほぼ全てのՈ電が対となͬている。
森林認証木材
　持続可な管理をͬߦている森ྛを対としたೝ証を受けた木材。世ք自然保('88)ۚجޢが中৺となͬ
て設立した森ྛ管理協議会 ('4$) や、日本ྛ業協会等がつくる緑の॥環ೝ証会議 (4(E$) 等のೝ証がある。
スラグ
　೩やすごみ（可೩ごみ）のম٫փ等を高温 (1200ˆҎ্ ) に加し、༹༥・ݻ化してできる࣭。ੑঢ়が
࠭にࣅているため、ΞスフΝルトฮやຒめし材等、土木・ݐ設資材等として広く利用することができる。
生物化学的酸素要求量（BOD）
　ඍ生が水中の有機を分ղするࡍに、必ཁとするࢎૉ量のこと。水࣭指標の１つ。ഉ水ج४や河川の環
境ج४に用いられる。#0D 値が大きいと水࣭がѱい。
生物指標
られた環境のみしか生ଉできず、環境のม化にහ感な、サϫΨニ、ήンδボタル、タニシ、Ξϝリカザݶ　
リΨニ等の生ଉঢ়گをௐ、ͦの地の環境を推定すること。
ゼロエミッション東京戦略
　2019 年、620 東京ϝイϠーズ・サミットで、東京都がએݴした、世քの大都市の務として、平ؾۉ温
の্ঢを 1.5ˆにえることをٻし、2050 年に $02 ഉ出実࣭θロにݙߩする「θロエミッシϣン東京」
の実ݱにけ策定されたビδϣンや۩体的な取組・ロードマップのことをい͏。

たߦ
ダイオキシン類　　
　μイオキシンྨ対策特別ા置๏においては、ポリԘ化δベンκʵパラʵδオキシン（P$DD）及びポリԘ
化δベンκフラン（P$D'）にコプラφーポリԘ化ビフΣニル（コプラφー P$#）をؚめて定ٛする。ͦの
発生源はഇغম٫のほか、೩মఔを持つ業、ༀの不७、P$# 品等が指ఠされている。また、
発がんੑがあるといΘれている。
特定施設 
　૽Ի規੍๏では「場または事業場に設置される施設の͏ち、ஶしい૽Իを発生する施設」のことであり、
ৼಈ規੍๏では「場または事業場に設置されている施設の͏ち、ஶしいৼಈを発生する施設」のことである。
大ؾԚ染防ࢭ๏では特定施設に૬当するものとして、ばいԎ発生施設とค͡ん発生施設をあ͛ている。

なߦ
二酸化硫黄（SO2）
　無色 ŋ Ψスとい͏Ňࢎ体。ଏにѥེؾのあるੑܹ ེԫࢎ化の表的なものである。ओに重༉、ੴ等
の೩ྉ中のེԫ分が೩মして発生するŇ ত和 30 年後から �0 年લにおいては大ؾԚ染のओཁなݪ
Ҽ࣭であͬたが、೩ྉ規੍や૯量規੍等֤छの防ࢭ対策によͬて改ળされたŇ
二酸化窒素（NO2）
　の೩মにより発生した一ࢎ化ૉが大ؾ中でࢎ化されてม化したもので、自ಈंのഉ出Ψス等による大
。を示す߲目として用いられるگԚ染ঢ়ؾ

はߦ
ばい煙
　の೩ম等にい発生するེԫࢎ化、ばい͡ん、有害 （࣭カドミϜ及びͦの化合、Ԙૉ及びԘ化水ૉ、
フッૉ、フッ化水ૉ及びフッ化ܔૉ、Ԗ及びͦの化合、ૉࢎ化）をい͏。
バイオマス ( エネルギー )
　Ոசഉせつや生ごみ、木くず等のಈ২から生まれた࠶生可な有機ੑ資源をい͏。
ばいじん
　೩ম、加、及び化学Ԡ等により発生するഉΨス中にؚまれるݻ体のཻ子ঢ়࣭をい͏。
浮遊粒子状物質（SPM） 
　大ؾ中にු༡するཻ子ঢ়の࣭（ු༡ค͡ん、エΞロκル等）の͏ちཻܘが 10 Ж̼Ҏ下のものをい͏。
粉じん 
બ別ͦのଞの機ց的ॲ理、ࡅ๏では、のഁࢭԚ染防ؾ体のཻ子。大ݻまたはΨス等にؚまれているؾۭ　
またはたいੵにい発生し、または飛ࢄする࣭をい͏。
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ペレット
。ྉとして使Θれるݪしたプラスνックを加してཻঢ়にしたもので、プラスνック品等のࡅഁ　

まߦ
マテリアルリサイクル
　ഇغ等を回収し、利用しやすいよ͏にॲ理して、新しい品の材ྉやݪྉとして利用すること。

やߦ
有害ガス
　人の݈߁にো害を及ぼす࣭の͏ちؾ体ঢ়ຢはඍཻ子ঢ়࣭ ( ばいԎをআく ) のこと。東京都環境֬保
ྫ第２第 11 号で定ٛされ、別表第３でϗルϜΞルσώド、Ԙ化水ૉ等۩体的な໊࣭が͛ܝられている。
有害廃棄物
๏等で定められた水ۜ・カドミϜ・Ԗ・ՁクロϜ・ώૉとこれらのࢭの͏ち、水࣭Ԛ防غ業ഇ࢈　
化合、有機リン化合、シΞン化合、ポリԘ化ビフΣニル（P$#）、トリクロロエνレン、テトラクロロ
エνレンをج४値Ҏ্ؚΉഇغ。有害ഇغに指定されているものの中には、水ۜをؚΉס電やܬ光灯、
体温計等のよ͏にՈఉからഉ出されるものもあるが、࢈業ഇغではないݶり特別のॲ理ج४はない。
容器包装リサイクル法
　ਖ਼໊ࣜশは「༰ثแにる分別収集及び࠶品化のଅਐ等に関する๏」。༰ثแഇغについて、ফ
අ者による「分別ഉ出」、市ொଜによる「分別収集」、ͦして事業者による「リサイクル（࠶品化）」とい͏
ׂ分担を規定し、ഇغをదਖ਼にॲ理し、資源を有ޮに利用することを目的とした๏である。
要請限度
　自ಈं૽Իまたはಓ路ަ௨ৼಈにより、ಓ路पลの生活環境がஶしくଛなΘれていると市ொଜがೝめる
とき、ಓ路管理者に対し自ಈं૽Ի ŋ ৼಈの防ࢭのためฮの改ળ、改修のા置をとるきことをཁし、
または都ಓ県公҆ҕ員会に対しಓ路ަ௨๏の規ఔによるા置をとるきことをཁするࡍのج४をい͏。
溶存酸素量（DO）
　水中に༹けているࢎૉの量で、水࣭指標の１つŇ 河川やւҬともͦの水ҬྨܕにԠ͡たج४がある。数値
がいと、水࣭がѱく、生がॅみにくい。

らߦ
リターナブルびん
　一ঋළやビールළ等、中をચড়して、܁りฦし使えるびんのこと。生きびんともい͏。

ΞルフΝベット
５Ｒ
　江東区が環境負ՙのগない持続可な॥環ࣾܕ会を実ݱするための取り組みとして͛ܝている、
3FGVTF（リフϡーズ )、3FEVDF（リσϡース）、3FVTF（リϢース）、3FQBJS（リϖΞ）、3FDZDMF（リサイクル）
の、̑つのߦಈの಄จࣈをとͬて̑3 とい͏。
CCS
　$BSCPO EJPYJEF $BQUVSF BOE 4UPSBHF のུ。場や発電所などで発生する $02 を、大ؾに์出するલ
に回収しஷଂする一連のプロセスをい͏。
CCUS
　$BSCPO EJPYJEF $BQUVSF 6UJMJ[BUJPO BOE 4UPSBHF の ུ。$$4 と $$6（$BSCPO EJPYJEF $BQUVSF 
BOE 6UJMJ[F のུ。回収した二ࢎ化ૉを用いて、新たな品やエネルギーにมえるٕज़）をซ用して利用す
るٕज़のことをい͏。
CO2 排出係数
　活ಈ量１୯Ґ当たりどれだけの $02 をഉ出しているかを示す数値。電ؾの場合、使用量１L8I 当たりの
$02 ഉ出量を示す。
NDC（国が決定する貢献）
　/BUJPOBMMZ DFUFSNJOFE $POUSJCVUJPO のུ。パリ協定第 � にͮجく自国が決定する (H( 、目標とݮ
目標ୡ成のҝの؇和力のことをい͏。
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２　環境・公害関係年表

年 江東区の動き 国・東京都の動き
1885

（明࣏ 18） ・ઙ野セϝントਂ川場の߱փ、化

19�7
（ত和 22） ・ਂ川区 城東区を合ซして江東区生

19�9
（ত和 2�） ・都が全国ॳとなる「場公害防ࢭྫ」੍定

195�
（ত和 29） ・都「૽Ի防ࢭに関するྫ」੍定

1955
（ত和 30）

・都「ばいԎ防ࢭྫ」੍定
（ओにビル暖のԎ害防ࢭ）

1958
（ত和 33） ・国「場ഉ水規੍๏ 水࣭保全๏」施ߦ

19�0
（ত和 35） ・都のट都උہに都市公害部設置

19�2
（ত和 37）

・東京にスモッグが連続発生し化
・国「ばいԎのഉ出の規੍等に関する๏」੍定
・国「ݐ築用地下水の࠾取の規੍に関する๏」
　施ߦ

19�7
（ত和 �2） ・国「公害対策ج本๏」੍定

19�8
（ত和 �3） ・国「૽Ի規੍๏」「大ؾԚ染防ࢭ๏」੍定

1970
（ত和 �5）

・都「東京都公害防ࢭྫ」施ߦ
・光化学スモッグඃ害ॳめて発生（ॳの意報発令）

1971
（ত和 ��）

・ന河大ؾԚ染ଌ定ࣨ（第一ிࣷ）ଌ定開始
・亀戸大ؾԚ染ଌ定ࣨ（亀戸੨年館）ଌ定開始

・東京都事による「ごみઓ૪」のએݴ
・東京都ごみ対策ઐҕ員設置
・国「水࣭Ԛ防ࢭ๏」施ߦ
・国「用地の土のԚ染防ࢭ等に関する๏」施ߦ

1972
（ত和 �7）

・東陽大ؾԚ染ଌ定ࣨ（東陽出ு所）ଌ定開始
・࠭ொ大ؾԚ染ଌ定ࣨ（࠭ொ出ு所）ଌ定開始
・ਿฒ区のごみൖೖの実力્1）ࢭ 回目）

・都ごみ対策ઐҕが 21 ߲目のごみのղ決策を
提ݴ

・国「ѱष防ࢭ๏」施ߦ

1973
（ত和 �8）

・ਿฒ区のごみൖೖの実力્2）ࢭ 回目）
・高ೱ度ՁクロϜをؚΉ߭さいを発見（大島）
・江東区公害防ࢭ協議会を設置

・自ಈंഉ出Ψスݮগ置取り付けٛ務化
・「環境ि間」全国的に実施（�/5 より 1 ि間）

197�
（ত和 �9） ・「東京都江東清掃場協定書」を都とక結

1975
（ত和 50）

・豊洲大ؾԚ染ଌ定ࣨ（豊洲出ு所）ଌ定開始
・江東区と江戸川区を中৺にՁクロϜ߭さいによる

土Ԛ染発生

・東京湾؛自࣏体公害対策会議発
　（湾؛ 27 自࣏体参加）

197�
（ত和 51）

・「東京都江東区光化学スモッグٸۓ時対策実施ཁߝ」
੍定 ・国「ৼಈ規੍๏」施ߦ

1978
（ত和 53）

・۱ా川水ܥড়化対策連བྷ協議会発
　（水ܥ 9 区参加）

1979
（ত和 5�）

・日本化学業㈱と「ՁクロϜ߭さい土のॲ理等
に関する協定」క結

・国「エネルギーの使用の合理化等に関する๏（ল
エネ๏）」施ߦ

1980
（ত和 55）

・都「東京都環境ӨڹධՁྫ」੍定
・都が東京湾にかかる水࣭૯量規੍実施

1982
（ত和 57） ・都がૉࢎ化の૯量規੍実施
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年 江東区の動き 国・東京都の動き
1985

（ত和 �0） ・江東区内の์置自సंのఫڈ活ಈを開始

1990
（平成 2） ・大ؾԚ染防ࢭ対策の一つとして電ؾ自ಈंをߪೖ

1991
（平成 3） ・東Ӣ大ؾԚ染ଌ定ࣨ（東Ӣ小学校）ଌ定開始 ・国「࠶生資源の利用のଅਐに関する๏」公布

1992
（平成 �） ・国「生ଟ様ੑ」࠾

199�
（平成 �） ・東京都有明清掃場ૢ業協定書を都とక結 ・都「東京都環境ج本ྫ」੍定

・国「第一࣍環境ج本計画」ֳ議決定

1995
（平成 7） ・国「༰ثแリサイクル๏」公布

1997
（平成 9） ・「江東区環境ج本計画」策定

・都が区内河川に対し、水࣭Ԛにる環境ج४の水
Ҭྨܕ指定施ߦ

・都「東京都環境ج本計画」策定
・国「環境ӨڹධՁ๏」公布
・地ٿ温暖化防ࢭ会議（$0P3）「京都議定書」࠾

1998
（平成 10） ・東京都新江東清掃場ૢ業協定書を都とక結

・「小ܕম٫にるばい͡ん及びμイオキシンྨഉ
出੍指ಋཁߝ」を施ߦ

・国「地ٿ温暖化対策の推ਐに関する๏」（温対๏）
੍定

・国「Ո電リサイクル๏」੍定
1999

（平成 11）
・「江東区環境ج本ྫ」施ߦ
・「江東区環境৹議会」の設置 ・国「P353 ๏」公布

2000
（平成 12）

・「江東区ி内環境配ྀ推ਐ計画」策定
・都から区清掃事業の移管
・有明清掃場、新江東清掃場のૢ業に関する協定

書を東京二ेࡾ区清掃一部事務組合とక結

・国「μイオキシンྨ対策特別ા置๏」
・都「東京都自然保ޢྫ」公布

2001
（平成 13）

・「江東区一ൠഇغॲ理ج本計画」を策定
・区議会に「์置自సं対策特別ҕ員会」を設置
・ごみ出しサポート事業実施

・都「東京都公害防ࢭྫ」が「東京都環境֬保ྫ」
に全໘改ਖ਼

・国「食品リサイクル๏」੍定
・国「P$# ഇغॲ理特別ા置๏」੍定

2002
（平成 1�） ・国「土Ԛ染対策๏」੍定

2003
（平成 15） ・国「エネルギーج本計画」策定

200�
（平成 1�）

・「江東区環境ج本計画」改定
・若洲風力発電施設設置

2005
（平成 17） ・「江東区環境ߦಈ計画」策定

・日本環境҆全事業㈱と「東京ポリԘ化ビフΣニール
ഇغॲ理事業にる҆全ੑと環境保全の֬保に関
する協定書」をక結

・国「京都議定書」発ޮ
・国「環境配ྀଅਐ๏」施ߦ

200�
（平成 18）

・「江東区ி内環境配ྀ推ਐ計画」改定
・ന河ଌ定ہをഇࢭ ・国「第࣍ࡾ環境ج本計画」ֳ議決定

2007
（平成 19）

・環境学習情報館（えこͬくる江東）開設
・「江東区一ൠഇغॲ理ج本計画」改定
・όイオマス実証ݧࢼ開始（ʙ H22）
・「江東区みどりと自然のج本計画」策定
・࠭ொଌ定ہをഇࢭ

・都「東京都ީؾมಈ対策方」策定
・国「環境配ྀܖ๏」施ߦ
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2008
（平成 20）

・東Ӣଌ定ہをഇࢭし、一ൠ環境大ؾଌ定ہを亀戸・
東陽・豊洲に理౷合

・35 年Ϳりにごみの分別方๏をมߋ
・「江東区みどり・温暖化対策ۚج」設置

・国「生ଟ様ੑج本๏」施ߦ

2009
（平成 21） ・าきたばこ・ポイࣺて全໘ࢭېのྫ施ߦ ・「エコポイントの活用によるグリーンՈ電ී及ଅਐ

事業」の実施

2010
（平成 22）

・「環境ج本計画」「,050 ૉプラン（江東区地ٿ
温暖化対策実ߦ計画）」策定

・リサイクル施設「エコミラ江東」開設
・「江東エコライフ協議会」の設置
・「νーϜ江東・環境配ྀ推ਐ計画（第 2 ி内環境࣍

配ྀ推ਐ計画）」策定
・「江東区内における街路थॆ実計画」を都と策定

・都「地ٿ温暖化対策報ࠂ書੍度」設
・生ଟ様ੑ第 10 回క国会議（$0P10）愛

県໊古市で開࠵

2011
（平成 23）

・「豊洲グリーン・エコΞイランドߏ」策定
・「江東区અ電ߦಈ計画」策定
・環境ଌ定事業（ۭ間์ࣹઢ量及び土์ࣹଌ定）

開始

・東日本大災の発生
・東京都電力対策ٸۓプログラϜの策定
・国「生ଟ様ੑ地Ҭ連ܞଅਐ๏」施ߦ

2012
（平成 2�）

・「江東区一ൠഇغॲ理ج本計画」改定
・「江東区エネルギー管理規定（管理標४）」策定
・「江東区 $*( ビδϣン」策定

・都「緑施策の新ల開ʙ生ଟ様ੑの保全にけたج
本ઓུʙ」策定

・国「ݻ定Ձ֨ങい取り੍度（'*5）」開始
・国「生ଟ様ੑ国Ոઓུ 2012�2020」ֳ議決定
・国「地ٿ温暖化対策のための੫」ಋೖ
・国「都市のૉ化のଅਐに関する๏」施ߦ
・国「第࢛࣍環境ج本計画」ֳ議決定

2013
（平成 25） ・江東区エコポイント੍度事業のߦࢼ実施（ʙ H2�）

・「東京 2020 オリンピック・パラリンピックٕڝ大
会」開࠵決定

・国 2020 年度の温ࣨޮ果Ψスݮ目標設定
・国 「使用ࡁ小ܕ電子機ث等の࠶資源化のଅਐに関す

る๏」施ߦ
・国「第࣍ࡾ॥環ࣾܕ会ܗ成推ਐج本計画」ֳ議決定
・国「水ۜに関する水ມ」࠾

201�
（平成 2�）

・「江東区公ݐڞ築等における木材利用推ਐ方」
策定

・ň東京都期ビδϣンŉ 策定
ධ࣍มಈに関する間パネル（*P$$）が第五ީؾ・

Ձ報ࠂ書౷合ධՁ報ࠂ書を公表

2015
（平成 27）

・「江東区環境ج本計画」改定
・マイクロ水力発電設උ設置
・豊洲Ӻ地下自సंறं場の開設
・೩ྉ電自ಈं「M*3"*」をி有ंとして２ಋೖ

・国「持続可な資源利用にけた取組方」策定
・国「水ۜによる環境Ԛ染の防ࢭに関する๏」੍定
・国「大ؾԚ染防ࢭ๏の一部を改ਖ਼する๏」੍定
・国「フロンྨの使用の合理化及び管理のదਖ਼化に関

する๏（フロンഉ出੍๏）」施ߦ
・国連૯会「持続可な開発のための 2030 ΞδΣン

μ」࠾（「持続可な開発目標」（4D(T））
มಈ組第ީؾ・ 21 回క国会議（$0P21）に

て ňパリ協定ŉ を࠾

201�
（平成 28）

・「νーϜ江東・環境配ྀ推ਐ計画（第 2 ி内環境࣍
配ྀ推ਐ計画）」改定

　（「江東区エネルギー管理規定（管理標४）」を౷合）

・国「水ۜに関する水ມ」క結
・電力の小ച全໘自༝化が開始（� 月ʙ）
・国「地ٿ温暖化対策計画」策定

2017
（平成 29） ・「江東区一ൠഇغॲ理ج本計画」改定

・Ψスの小ച全໘自༝化が開始（̐月ʙ）
・国「電ؾ事業者による࠶生可エネルギー電ؾのௐ

ୡに関する特別ા置๏の一部を改ਖ਼する๏」（改
ਖ਼ '*5 ๏）施ߦ

2018
（平成 30） ・不೩ごみの全量資源化を本֨実施 ・国「ީؾมಈదԠ๏Ҋ」ֳ議決定

・国「第五࣍環境ج本計画」策定
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年 江東区の動き 国・東京都の動き

2019
（令和元）

・区立全小中学校（ٛ務ڭҭ学校ؚΉ）清掃場で
発電した電ؾの供څを実施

・国「パリ協定にͮجく成ઓུとしての期ઓུ」
ֳ議決定

・国「プラスνック資源॥環ઓུ」策定
・国「ւ༸プラスνックごみ対策Ξクシϣンプラン」

策定
・国「食品ロスのݮの推ਐに関する๏」施ߦ
・都「θロエミッシϣン東京ઓུ」策定

2020
（令和 2）

・「江東区環境ج本計画（後期）」改定
・「江東区みどりのج本計画」改定
・「νーϜ江東・環境配ྀ推ਐ計画（第 3 ி内環境࣍

配ྀ推ਐ計画）」策定

・東京 2020 オリンピック・パラリンピックٕڝ大会
Ԇ期

・国「日本の /D$（国が決定するݙߩ）」を決定
・国「2050 年カーボンニϡートラル」をએݴ

2021
（令和 3）

・「江東区たばこに関するج本方」策定
・「θロカーボンシテΟ江東区」表明

・都「θロエミッシϣン東京ઓུ 2020 6QEBUF � 
3FQPSU」策定

・東京 2020 オリンピック・パラリンピックٕڝ大会
開࠵

江東区環境学習情報館キャラクター

えこっくる江東のたすけくんには妹とお友達がいることをご存知でしょうか。

すみれさん（妹、ギンヤンマ）
性格：おしゃま
趣味：ファッション
得意科目：家庭科、音楽

あられさん（妹、ギンヤンマ）
性格：おてんば
趣味：スポーツ
得意科目：体育、図工

ケロぞうくん（友達、ニホンアカガエル）
性格：こだわりや
趣味：昆虫採集
得意科目：理科、算数

げったくん（友達、ヤマトオサガニ）
性格：はにかみや
趣味：かくれんぼ
得意科目：外国語、地図

ぜひ仲間たちの名前を覚えて、えこっくる江東のいろいろなところに隠れている仲間たちを
探してみてください。

たすけくん（ギンヤンマ）
性格：しっかりもの
趣味：お祭り
得意科目：国語、社会
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　国ࡍ的な森ྛ保全活ಈを推ਐする 'PSFTU 4UFXBSETIJQ $PVODJM� （森ྛ管理協議会）
によりೝ証された森ྛからのݪ材ྉ及び管理されたݪྉをؚΉ「'4$� ೝ証紙」を使用
しています。
　森ྛ管理から加・ྲྀ ௨まで、品に関Θる全てのաఔにおいてೝ証を取ಘしています。

　ੴ༉ࡎ༹ܥのΘりに、২༝来の༉をݪྉとしたベδタブルインキを使用していま
す。紙との分が༰қなためリサイクルしやすく、土中での生分ղੑにも༏れています。
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